
 

 

  

 

令和７年度 介護サービス事業所等に係る集団指導 

 

 

地 域 密 着 型 通 所 介 護 

認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 8 年 2 月 19 日（木） 

 

 

 

 

唐津市健康づくり部 介護保険課 指定・指導係 

 

お問い合わせはこちらまで 

 

電 話 ： ０９５５－５３－８０２１ 

ＦＡＸ  ： ０９５５－７３－８４５１ 

E-mail：kaigohoken@city.karatsu.lg.jp 



 

 

 

 

目 次 

・地域密着型サービスとは --- １ 

Ⅰ．人員、設備及び運営に関する基準について 

１．基本方針 --- ２ 

２．人員に関する基準 --- ２ 

３．設備に関する基準 --- ９ 

４．運営に関する基準 --- １０ 

Ⅱ．介護報酬算定に関する基準について 

１．地域密着型通所介護費の基本報酬の算定について --- ２６ 

２．地域密着型通所介護費の減算について --- 30 

３．地域密着型通所介護費の加算等について --- ３3 

○ 延長加算 --- ３3 

○ 入浴介助加算 --- ３4 

○ 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 --- 36 

○ 中重度者ケア体制加算 --- 36 

○ 生活機能向上連携加算 --- 38 

○ 個別機能訓練加算 --- 40 

○ ＡＤＬ維持等加算 --- 44 

○ 認知症加算 --- 45 

○ 若年性認知症利用者受入加算 --- 46 

○ 栄養アセスメント加算 --- 46 

○ 栄養改善加算 --- 47 

○ 口腔・栄養スクリーニング加算 --- 49 

○ 口腔機能向上加算 --- ５1 

○ 科学的介護推進加算 --- 53 

○ サービス提供体制強化加算 --- 54 

○ 介護職員等処遇改善加算 --- 55 

４．介護予防通所介護従前相当サービス費について（総合事業） --- 59 

Ⅲ．その他 

１．変更届の提出について --- 62 

２．介護給付費算定に係る体制等に関する届出について --- 63 

３．業務管理体制の届出等について --- 64 

４．地域密着型サービス等の住所地特例対象者へのサービス提供について --- ７1 

５．宿泊サービスについて --- 72



- 1 - 

 

地域密着型サービスとは 

 
 地域密着型サービスは、要介護や要支援状態となっても可能な限り、住み慣れた自宅や地域での生

活を継続できるようにするためのサービス体系として、平成１８年４月に創設されました。 

住み慣れた自宅や地域での生活の継続を目的としているため、原則として、地域密着型サービス事

業所が所在する市町村の住民（被保険者）のみが利用できるサービスで、市町村が指定・指導監督の権

限を持ちます。 

 

（ 趣 旨 ）      【基準第 1 条】 

１．基準の性格 

指定地域密着型サービスの事業が、その目的を達成するために必要な最低限度の基準。 

２．運営の向上 

事業者は、常にその事業運営の向上に努めること。 

３．基準違反への対応 

基準違反には、厳正に対応する。（※基準に合致することを前提に、自由に事業への参入を認めてい

るため。） 

 

（ 一般原則 ）    【基準第３条】 

１．介護サービスの提供 

利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければなら

ない。 

２．地域や他の事業者との連携 

地域との結びつきを重視し、市町村や他の地域密着型サービス事業者、居宅サービス事業者及び保

健医療サービス、福祉サービス事業者との連携に努める。 

３．人権の擁護、虐待防止の措置 

利用者の人権の擁護、虐待防止のため必要な体制の整備、研修の実施。 

４．サービスの質の向上 

  介護保険等関連情報（介護保険総合データベース）等を活用し、PDCA サイクルを構築・推進するこ

とによりサービスの質の向上に努める。 
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Ⅰ．人員、設備及び運営に関する基準について 

 

 

〈 1. 基本方針 〉 

基本方針 

（ 基 準 第 19

条） 

地域密着型通所介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用

者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営

むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話

及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の

維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければ

ならない。 

 

〈 2. 人員に関する基準 〉（基準第 20、21 条） 

職種 資格要件 配置基準 

管理者 管理業務を行うために

必要な知識等を有する

こと。 

原則として、専従する常勤の者１名。 

※当該事業所の介護事業者として兼務可 

※同一敷地内又は道路を隔てて隣接する他の事業所の管理

者又は従業者として兼務可 

※上記はいずれも管理業務に支障がない場合に限る 

生活相談員 社会福祉主事、 

社会福祉士、 

精神保健福祉士、 

介護福祉士、 

看護師、准看護師、 

介護支援専門員、 

介護職員実務者研修ま

たは旧介護職員基礎

研修課程修了者で介

護サービス事業所等に

介護職員等として２年

以上勤務した経験のあ

る者 

サービス提供日毎に、提供時間に応じて１名以上専従する。 

※本来の業務に支障のない範囲で、次の活動時間を勤務時

間数に含めることができる。 

①サービス担当者会議・地域ケア会議等への出席 

②利用者宅に訪問し、在宅生活の状況を確認した上で、利用

者の家族を含めた相談、援助 

③地域の町内会等と連携し利用者に必要な各種の生活支援

を担ってもらうなどの社会資源の発掘・活用 

看護職員 看護師、准看護師 利用定員 11 名以上の事業所はサービス提供単位ごとに１

名以上配置。 

※サービス提供時間を通じて専従する必要はないが、併設

の事業者や施設に勤務する等、緊急時には電話等による

指示や、事業所への急行など看護業務に支障を及ぼさな

いよう、密接かつ適切な連携を図る必要がある。 

次のいずれの要件も満たしている場合についても、看護職

員が確保されているものとする。 

①病院、診療所、訪問看護ステーションとの連携により、看
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護職員が営業日ごとに健康状態の確認を行っているこ

と。 

②病院、診療所、訪問看護ステーションと指定地域密着型通

所介護事業所が提供時間帯を通じて密接かつ適切な連携

が図られていること。 

介護職員   適切な介護業務を行う

ために必要な知識等を

有すること。 

サービス提供単位ごとに、利用者 15 名まではサービス提

供時間に応じて１名以上専従、16 名以上は専従１名に加

え、（（利用者数－15）÷5×平均提供時間数）の勤務延時間

数分の人員配置が必要。 

※提供時間を通じて、介護職員は常に 1 名以上配置されて

おく必要がある。 

※利用定員が 10 名以下である場合は、介護職員又は看護

職員を 1 名以上配置。 

機能訓練指

導員 

理学療法士、作業療法

士、言語聴覚士、 

看護師、准看護師、 

柔道整復師、 

あん摩マッサージ指圧

師、 

※はり師、きゅう師（理

学療法士等の資格を

有する機能訓練指導員

を配置した事業所で６

月以上機能訓練指導

に従事した経験を有す

る者に限る） 

１名以上配置。 

※加算の算定の有無にかかわらず、左記の資格を有するも

のを機能訓練指導員として配置すること。ただし、同一事

業所内で他の職と兼務することは可能。 

※レクリエーションや行事を通じて行う機能訓練は、機能訓

練指導員が作成した計画を元に、生活相談員又は介護職

員が兼務して行ってもよい。 

 

Ｑ＆Ａ（令和3年3月26日 vol.3） 

（答） 営業日ごと又は単位ごとに常勤職員を配置する必要はなく、事業所として常勤の生活相談員又

は介護職員を１名以上確保していれば足りる。 

 

Ｑ＆Ａ（令和3年3月26日 vol.3） 

（答） 

① 地域密着型通所介護事業所（定員が１１名以上である事業所に限る）における取扱い 

(1) 看護職員の配置基準は、地域密着型通所介護の単位ごとに、専ら当該地域密着型通所介護の提

供に当たる看護職員が１以上確保されるために必要と認められる数を置くべきと定められている。 

（問）  通所介護事業所等において配置が義務付けられている看護職員は、機能訓練指導員を兼ねるこ

とが出来るか。 

（問）  生活相談員又は介護職員の配置基準について、「生活相談員又は介護職員のうち１人以上は、常

勤でなければならない」こととなっているが、営業日ごとに又は単位ごとに常勤職員を配置する

必要があるのか。 
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(2) 機能訓練指導員の配置基準は、地域密着型通所介護事業所ごとに１以上と定められている。 

(1)(2)とも配置時間に関する規定はないことから、看護職員としての業務に従事していない時間帯

において、機能訓練指導員として勤務することは差し支えない。 

② 地域密着型通所介護事業所（定員が１０名以下である事業所に限る）における取扱い 

(1) 看護職員の配置基準は、地域密着型通所介護の単位ごとに、地域密着型通所介護を提供してい

る時間帯に、専ら地域密着型通所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員が勤務している時間

数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が１以上確保されるために必要と認められる数を置

くべきと定められている。 

(2) 機能訓練指導員の配置基準は、地域密着型通所介護事業所ごとに１以上と定められている。 

看護職員又は介護職員に係る配置基準を、看護職員により満たしている事業所にあっては、看護

職員としての業務に従事していない時間帯において、機能訓練指導員として勤務することは差し支

えない。（機能訓練指導員として勤務している時間数は、専ら地域密着型通所介護の提供に当たる

看護職員としての勤務時間数に含めない）なお、都道府県・市町村においては、看護職員としての

業務と機能訓練指導員の業務のいずれも行う職員が、本来の業務である利用者の健康管理や観察

を行いつつ、機能訓練指導員の業務をなし得るのかについて、事業所ごとにその実態を十分に確

認することが必要である。 

 

Ｑ＆Ａ（平成24年3月30日） 

（答） 通所サービス計画上の所要時間に基づき配置する。 

 

Ｑ＆Ａ（平成24年3月30日） 

（答） 通所介護事業所の生活相談員がサービス担当者会議に出席するための時間については、確保す

べき勤務延時間数に含めて差し支えない。 

 

Ｑ＆Ａ（令和3年3月19日） 

（答） 介護現場において、仕事と育児や介護との両立が可能となる環境整備を進め、職員の離職防止・

定着促進を図る観点から、以下の取扱いを認める。 

<常勤の計算> 

・ 育児・介護休業法による育児の短時間勤務制度を利用する場合に加え、同法による介護の短時間勤

務制度や、男女雇用機会均等法による母性健康管理措置としての勤務時間の短縮等を利用する場合

についても、３０時間以上の勤務で、常勤扱いとする。 

<常勤換算の計算> 

・ 職員が、育児・介護休業法による短時間勤務制度や母性健康管理措置としての勤務時間の短縮等を

（問） 人員配置基準や報酬算定において「常勤」での配置が求められる職員が、産前産後休業や育児・介

護休業等を取得した場合に、同等の資質を有する複数の非常勤職員を常勤換算することで、人員

配置基準を満たすことを認めるとあるが「同等の資質を有する」かについてどのように判断する

のか。 

（問）  人員配置の計算の基となる「提供時間数」については、通所サービス計画上の所要時間に基づく配

置となるのか、それとも実績に基づく配置となるのか。 

（問）  通所介護事業所の生活相談員がサービス担当者会議に出席するための時間については確保すべき

勤務延時間数に含めることができるか。 
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利用する場合、週３０時間以上の勤務で、常勤換算上も１と扱う。 

<同等の資質を有する者の特例> 

・ 「常勤」での配置が求められる職員が、産前産後休業や育児・介護休業、育児休業に準ずる休業、母性

健康管理措置としての休業を取得した場合に、同等の資質を有する複数の非常勤職員を常勤換算す

ることで、人員配置基準を満たすことを認める。 

・ なお、「同等の資質を有する」とは、当該休業を取得した職員の配置により満たしていた、勤続年数や

所定の研修の終了など各施設基準や加算の算定要件として定めれた資質を満たすことである。 

 

Ｑ＆Ａ（平成27年4月1日） 

（答） 労働基準法第41条第2号に定める管理監督者については、労働時間等に関する規定が適用除

外されていることから、「管理者」が労働基準法第41条第2号に定める管理監督者に該当する場

合は、所定労働時間の短縮措置を講じなくてもよい。 

なお、労働基準法第41条第2号に定める管理監督者については、同法の解釈として、労働条件

の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、

実態に即して判断すべきであるとされている。このため、職場で「管理職」として取り扱われている

者であっても、同号の管理監督者に当たらない場合には、所定労働時間の短縮措置を講じなけれ

ばならない。 

また、同号の管理監督者であっても、育児・介護休業法第23条第1項の措置とは別に、同項の所

定労働時間の短縮措置に準じた制度を導入することは可能であり、こうした者の仕事と子育ての

両立を図る観点からは、むしろ望ましいものである。 

 

Ｑ＆Ａ（平成27年4月1日） 

（答） 健康状態の確認を行うために要する時間は、事業所の規模に応じて異なるため、一概に示すこと

はできないが、利用者全員に対して適切に健康状態の確認を行えるように病院、診療所又は訪問

看護ステーションと契約を結ぶ必要がある。 

また、事業所に駆けつけることができる体制に係る距離的概念については、地域の実情に応じて

対応するため、一概に示すことはできないが、利用者の容態急変に対応できるよう契約先の病院、

診療所又は訪問看護ステーションから適切に指示を受けることができる連絡体制を確保すること

でも密接かつ適切な連携を図っていることになる。 

 

Ｑ＆Ａ（平成24年3月16日） 

（答） 労働基準法第34条において最低限確保すべきとされている程度の休憩時間については、確保

すべき勤務延時間数に含めて差し支えない。ただし、その場合においても、居宅基準第93条第3

（問）  各事業所の「管理者」についても、育児・介護休業法第２３条第１項に規定する所定労働時間の短 

縮措置の適用対象となるのか。 

（問）  病院、診療所又は訪問看護ステーションとの契約で確保した看護職員は、営業日ごとに事業所内で 

利用者の健康状態の確認を行う必要があるが、その場合どの程度の従事時間が必要か。また、事業

所に駆けつけることができる体制とは、距離的にどの程度離れた範囲までを想定しているのか。 

（問）  通所介護において、確保すべき従業者の勤務延時間数は、実労働時間しか算入できないのか。休

憩時間はどのように取扱うのか。 
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項を満たす必要があることから、介護職員全員が同一時間帯に一斉に休憩を取ることがないよう

にすること。また、介護職員が常時１名しか配置されていない事業所については、当該職員が休憩

を取る時間帯に、介護職員以外で利用者に対して直接ケアを行う職員（居宅基準第93条第1項第1

号の生活相談員又は同項第2号の看護職員）が配置されていれば、居宅基準第93条第3項の規定

を満たすものとして取り扱って差し支えない。 

このような取扱いは、通常の常勤換算方法とは異なりサービス提供時間内において必要な労働

力を確保しつつピークタイムに手厚く配置することを可能とするなど、交代で休憩を取得したとし

ても必ずしもサービスの質の低下には繋がらないと考えられる通所介護（療養通所介護は除く）に

限って認められるものである。 

なお、管理者は従業者の雇用管理を一元的に行うものとされていることから、休憩時間の取得

等について労働関係法規を遵守すること。 
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Ｑ＆Ａ（平成24年3月16日） 

（答） 以下のとおり。 

例1）利用者１８ 人、サービス提供時間が8 時間の場合 

◆１単位  ①利用者 18 人（端数処理により20人）  サービス提供時間 8 Ｈ 

①単位 

 

 

○ 生活相談員の確保すべき勤務延時間数 

単位 利用者 提供時間 確保すべき勤務延時間数 

① 20 人 8 H 8 H 

 

○ 介護職員の確保すべき勤務延時間数 

単位 利用者 提供時間 確保すべき勤務延時間数 

① 20 人 8 H ((20-15)÷5＋1)×8(※)＝16 H 

※ 平均提供時間数（利用者全員が8Ｈ なので平均提供時間数も8Ｈ） 

⇒ 介護職員を常に1 名以上確保した上で、ピークタイムに手厚い人員配置が可能となる（16H 

のうち8H は常時介護職員が確保されるよう配置し、残り8H の柔軟配置が可能）。 

 

例 2）同一単位で同時一体的にサービスを提供する場合 

◆１単位  ①利用者 15人 サービス提供時間が6H（3名利用）と8H（12名利用） 

 

○ 生活相談員の確保すべき勤務延時間数 

単位 利用者 提供時間 確保すべき勤務延時間数 

① 15人 9H 9H（9:00～18:00） 

 

○ 介護職員の確保すべき勤務延時間数 

単位 利用者 提供時間 確保すべき勤務延時間数 

① 
3人 6H 

9H（9:00～18:00） 
12人 8H 

⇒ 平均提供時間数は（3×6＋12×8）÷15＝7.6H となり、計算上の確保すべき勤務延時間数

も 7.6H となるが、指定通所介護の単位ごとに常に 1 名以上確保する必要があることから、

確保すべき勤務延時間は 9H となる。 

9:00 17:00 

（問） 生活相談員及び介護職員の具体的な人員配置の方法はどのようなものなのか。 

10:00 15:00 18:00 ①単位 9:00 
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常勤換算方法による職員数の算定方法について 

 

事業者に対する労働法規の遵守の徹底   【参考 平成２４年４月１日の介護保険法改正について】 

 

 

 

介護人材の確保を図るためには、事業者による労働環境整備の取組を推進することが重要だが、介護

事業を含む社会福祉関係の事業は、全産業と比較して労働基準法等の違反の割合が高い。 

暦月ごとの職員の勤務延時間数を、当該事業所又は施設において常勤の職員が勤務すべき時間で除

することによって算定するものとし、小数点第２位以下を切り捨てるものとする。 

なお、やむを得ない事情により、配置されていた職員数が一時的に１割の範囲内で減少した場合、１月

を超えない期間に職員が補充されれば、減少しなかったものとみなす。 

事業者による労働環境整備の取組を推進するため、新たに、労働基準法等に違反して罰金刑を受けて

いる者等について、指定拒否等を行うこととする。 

※ 常勤とは・・・ 

当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時

間数（週３２時間を下回る場合は週３２時間を基本とする。）に達していることをいうものである。ただ

し、母性健康管理措置又は育児及び介護のための所定労働時間の短縮等の措置が講じられている者

については、利用者の処遇に支障がない体制が事業所として整っている場合は、例外的に常勤の従業

者が勤務すべき時間数を３０時間として取り扱うことを可能とする。 

※ 地域密着型通所介護事業所等における勤務時間には、宅老所や有料老人ホーム等での夜勤（日勤

も）等の別サービスに従事する時間は含まないものとする。 

※ 介護職員の配置について、予定では定員数に応じた職員配置、実績では自費利用など介護保険請

求をしない者も含めた当日の全利用者数に応じた職員配置を行うこと。 

母性管理措置又は育児・介護休業法又は育児及び介護のための所定労働時間の短縮等が講じられてい

る場合、３０時間以上の勤務で常勤換算方法での計算に当たり、常勤の従業者が勤務すべき時間数を満

たしたものとし、１として取り扱うことを可能とする。 
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〈 3. 設備に関する基準 〉（基準第 22 条） 

 

食堂及び機能

訓練室 

・ 合計した最低基準面積は、利用定員数×３㎡以上。（ダイニングキッチン等の台

所部分、事務スペース、廊下、棚など通常動かすことのないものを設置してい

るスペースは面積から除くこと） 

・ 食事提供及び機能訓練を行う際、それぞれに支障がない広さを確保できる場

合は、食堂及び機能訓練室は同一の場所とすることができる。 

・ 狭い部屋を多数設置して面積を確保すべきではない。 

・ 食堂には、洗面所が設けられていることが好ましい。 

相談室 ・ 部屋ではなくスペースを設けることにより対応する場合、遮蔽物を設置する

などして、相談内容が漏れないように配慮する。 

静養室 ・ 利用定員に応じた広さであること。 

・ 布団やベッド等が利用定員に応じて用意されていること。 

・ 部屋ではなくスペースを設けることにより対応する場合、遮蔽物を設置するな

どして、静養に適した環境となるように配慮する。 

事務室 ・ 必要な広さを有すること。 

・ 他サービスと共同で事務室を使用する場合、地域密着型通所介護事業所の事

務所として利用する部分を明確にすること。 

消 火 設 備 そ の

他 非 常 災 害 に

際して必要な設

備 

消防法及び建築基準法等、その他の法令等に規定された設備を示しており、それ

らの設備を確実に設置しなければならない。 

※ 所在地変更や指定更新の際には、消防法及び建築基準法に適合していること

が必要。 

その他 ・ トイレ等その他必要な設備を設けること。 

・ 事業所全体として、各所の段差の解消や手すりを取り付けるなどして、利用者

自身で動くことが出来るように、また安全面に配慮すること。 

※ 宅老所併設の場合、通所介護事業所の区画として申請している部分（静養室

等）を居室として使用すべきではない。 

※ 指定地域密着型通所介護事業所と指定居宅サービス事業所等を併設してい

る場合に、利用者へのサービス提供に支障がない場合は、設備基準上両方の

サービスに規定があるもの（指定訪問介護事業所の場合は事務所）は共用が可

能である。 

・ 指定地域密着型通所介護事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に指定地域密

着型通所介護以外のサービスを提供する場合…詳細は 70 頁 
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〈 4. 運営に関する基準 〉 

内容及び手続の

説明及び同意 

（基準第 3 条の

7（準用第 37

条）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域密着型通所介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家

族に対し、運営規程の概要、地域密着型通所介護従業者の勤務の体制その他の

利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交

付して説明を行い、サービス提供の開始について利用申込者の同意を得なけれ

ばならない。 

提供拒否の禁止 

（基準第 3 条の

8（準用第 37

条）） 

 

 

 

 

 

 

 

正当な理由なく、特に要介護度や所得の多寡等を理由に地域密着型通所介護の

提供を拒否してはならない。 

サービス提供困

難時の対応 

（基準第 3 条の

9（準用第 37

条）） 

正当な理由により利用申込者に対し、適切な地域密着型通所介護を提供するこ

とが困難であると認めた場合には、当該利用申込者に係る居宅介護支援事業者

への連絡、適当な他の地域密着型通所介護事業者の紹介、その他の必要な措置

を速やかに講じなければならない。 

受給資格等の確

認 

（基準第 3 条の

10（準用第 37

条）） 

 

(1) 地域密着型通所介護の提供を求められた場合には、利用者の提示する被保

険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期

間を確かめなければならない。また、利用申込者が唐津市以外の利用者の場

合には、基本的にはサービス利用はできないので速やかに保険者に対し相談

を行うこと。なお、そのままサービスの提供を行った場合には、介護報酬の算

定ができないのでくれぐれも注意すること。  

※ 重要事項の内容 

・ 運営規程の概要 

・ 地域密着型通所介護従業者の勤務体制 

・ 事故発生時の対応 

・ 苦情処理の体制 

・ その他（利用料等） 

⇒ わかりやすい説明書やパンフレットを交付して、懇切丁寧に説明を行

い、利用者の同意を得なければならない。（当該同意は、書面によって

確認することが望ましい。） 

※ 正当な理由とは 

・ 事業所の現員からは利用申込みに応じきれない場合 

・ 利用申込者の居住地が当該事業所の通常の実施地域以外である場合 

・ その他利用申込者に対し自ら適切な指定地域密着型通所介護を提供する

ことが困難な場合 

・ 唐津市以外の被保険者が利用申込みをした場合（特別な事由を除く） 
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(2) 事業者は、被保険者証に、認定審査会意見が記載されているときは、当該

認定審査会意見に配慮して、サービスを提供するように努めなければならな

い。 

要介護認定等の

申請に係る援助 

（基準第 3 条の

11（準用第 37

条）） 

 

(1) 地域密着型通所介護の提供の開始に際し、要介護認定を受けていない利用

申込者については、要介護認定の申請が既に行われているか否かを確認し、

申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意向を踏まえて速やかに当

該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。 

(2) 事業者は、居宅介護支援（これに相当するサービスを含む。)が利用者に対し

て行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定等の更

新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定等の有効期間が終

了する 30 日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。 

心身の状況等の

把握 

（基準第 23 条） 

地域密着型通所介護の提供に当たっては、利用者に係る居宅介護支援事業者が

開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれてい

る環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めな

ければならない。 

居宅介護支援事

業者等との連携 

（基準第 3 条の

13（準用第 37

条）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 地域密着型通所介護を提供するに当たっては、居宅介護支援事業者その

他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努め

なければならない。 

(2) 地域密着型通所介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対

して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る居宅介護支援事業者に対

する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との

密接な連携に努めなければならない。 

法定代理受領サ

ービスの提供を

受けるための援

助 

（基準第 3 条の

14（準用第 37

条）） 

地域密着型通所介護の提供の開始に際し、利用申込者が介護保険法施行規則第

64 条各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対

し、居宅サービス計画の作成を、居宅介護支援事業者に依頼する旨を市町村（介

護保険者）に対して届け出ること等により、地域密着型通所介護の提供を法定代

理受領サービスとして受けることができる旨を説明するとともに、居宅介護支援

事業者に関する情報を提供する等、その他の法定代理受領サービスを行うため

に必要な援助を行わなければならない。 

居宅サービス計

画等に沿ったサ
居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画に沿った地域密着型通所

具体的には… 

居宅サービス計画に基づきサービスを提供している地域密着型通所介護事業

者は、当該居宅サービス計画を作成している居宅介護支援事業者から地域密

着型通所介護計画の提供の求めがあった際には、当該地域密着型通所介護計

画を提供することに協力するよう努めるものとする。 
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ービスの提供 

（基準第 3 条の

15（準用第 37

条）） 

介護を提供しなければならない。 

居宅サービス計

画等の変更の援

助 

（基準第 3 条の

16（準用第 37

条）） 

 

 

利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る居宅介

護支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。 

サービスの提供

の記録 

（基準第 3 条の

18（準用第 37

条）） 

 

(1) 地域密着型通所介護を提供した際には、当該地域密着型通所介護の提供日

及び内容、当該地域密着型通所介護について法第 41 条第 6 項の規定により、

利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額その他必要な事項

を、利用者の居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載

しなければならない。 

(2) 地域密着型通所介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内

容、利用者の心身の状況その他必要な事項を記録するとともに、利用者からの

申し出があった場合には、文書の交付その他の適切な方法により、その情報を

利用者に対して提供しなければならない。 

利用料等の受領 

（基準第 24 条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 法定代理受領サービスに該当する地域密着型通所介護を提供した際には、

その利用者から利用料の一部として、当該地域密着型通所介護に係る地域密

着型介護サービス費用基準額から当該地域密着型通所介護事業者に支払われ

る地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額の支払いを受けるものと

する。 

(2) 法定代理受領サービスに該当しない地域密着型通所介護を提供した際に、

その利用者から支払を受ける利用料の額と、地域密着型通所介護に係る居宅

介護サービス費用基準額との間に、一方の管理経費の他方への転嫁等による

不合理な差額を設けてはならない。 

(3) 上記(1)及び(2)の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の

※ 介護保険給付の対象となる地域密着型通所介護のサービスとその他のサ

ービスとは次の方法により明確に区分すること。 

 ・ 利用者に当該事業が地域密着型通所介護の事業とは別事業であり、当該

サービスが介護保険給付の対象とならないサービスであることを説明

し、理解を得ること。 

 ・ 当該事業の目的、運営方針、利用料等が地域密着型通所介護事業所の運

営規程とは別に定められていること。 

 ・ 会計が地域密着型通所介護の事業の会計と区分されていること。 

※利用者の状態の変化等により追加的なサービスが必要な場合で当該地域密

着型通所介護を法定代理受領サービスとして利用する場合には、支給限度

額内で居宅サービス計画等を変更する必要がある旨の説明を行い、その他

必要な援助を行わなければならない。 
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利用料等の受領 

（基準第 24 条） 

支払いを利用者から受けることができる。ただし、保険給付の対象となって

いるサービスと明確に区分されないあいまいな名目による費用の支払いを

受けることは認められない。 

① 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居住する利用

者に対して行う送迎に関する費用。 

② 地域密着型通所介護に通常要する時間を超える地域密着型通所介護で

あって利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内に

おいて、通常の地域密着型通所介護に係る地域密着型介護サービス費用基

準額を超える費用。 

③ 食事の提供に要する費用（『居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る

利用料等に関する指針（平成 17 年 9 月 7 日厚生労働省告示第 419 号）』

を参照） 

④ おむつ代 

⑤ 前各号に掲げるもののほか、地域密着型通所介護等の提供において提供

される便宜のうち、日常生活において通常必要となるものに係る費用であ

って、その利用者に負担させることが適当と認められる費用なお、⑤の費用

については、以下の点に注意すること。 

(4) 事業者は、上記(3)の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらか

じめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明

を行い、利用者の同意を得なければならない。 

(5) 地域密着型通所介護の提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当

該支払をした要介護被保険者に対し、法第 41 条第 8 項の規定により領収証

を交付しなければならない。 

(6) 領収証には、サービスについて要介護被保険者から支払を受けた費用の額

のうち、同条第 4 項第 1 号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定

した費用の額（その額が現に当該サービスに要した費用の額を超えるときは、

当該現にサービスに要した費用の額とする)に係るもの及びその他の費用の額

を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ご

とに区分して記載しなくてはならない。【法施行規則第 65 条】 

※ (3)⑤の費用の具体的な範囲については、別に通知された「通所介護等にお

ける日常生活に要する費用の取扱について（平成１２年３月３０日老企第５４

号）」を参照すること。 

 

  

・保険給付の対象となるサービスと明確に区分されないあいまいな名目によ

る費用の支払いを受けることは認められない。 

・支払いを受ける費用については、算定根拠等を明確にしておく必要がある。 

・対象となる便宜を行うための実費相当額の範囲内で行う。 
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通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて（抄） 

(平成 12 年 3 月 30 日 老企第 54 号) 

１．「その他の日常生活費」の趣旨 

「その他の日常生活費」は、利用者、入所者又は入院患者(以下「利用者等」という。)又はその家族

等の自由な選択に基づき、事業者又は施設が通所介護等の提供の一環として提供する日常生活上の

便宜に係る経費がこれに該当する。なお、事業者又は施設により行われる便宜の供与であっても、サ

ービスの提供と関係のないもの(利用者等の嗜好品の購入等)については、その費用は「その他の日

常生活費」とは区別されるべきものである。 

２．「その他の日常生活費」の受領に係る基準 

「その他の日常生活費」の趣旨にかんがみ、事業者又は施設が利用者等から「その他の日常生活費」

の徴収を行うに当たっては、以下に掲げる基準が遵守されなければならないものとする。 

① 「その他の日常生活費」の対象となる便宜と、保険給付の対象となっているサービスとの間に重複

関係がないこと。 

② 保険給付の対象となっているサービスと明確に区分されないあいまいな名目による費用の受領は

認められないこと。したがって、お世話料、管理協力費、共益費、施設利用補償金といったあいまいな

名目の費用の徴収は認められず、費用の内訳が明らかにされる必要があること。 

③ 「その他の日常生活費」の対象となる便宜は、利用者等又はその家族等の自由な選択に基づいて行

われるものでなければならず、事業者又は施設は「その他の日常生活費」の受領について利用者等又

はその家族等に事前に十分な説明を行い、その同意を得なければならないこと。 

④ 「その他の日常生活費」の受領は、その対象となる便宜を行うための実費相当額の範囲内で行われ

るべきものであること。 

⑤ 「その他の日常生活費」の対象となる便宜及びその額は、当該事業者又は施設の運営規程において

定められなければならず、また、サービスの選択に資すると認められる重要事項として、施設の見や

すい場所に掲示されなければならないこと。ただし、「その他の日常生活費」の額については、その都

度変動する性質のものである場合には、「実費」という形の定め方が許されるものであること。 

 

『その他の日常生活費』に係るＱ＆Ａ 

Ｑ＆Ａ（平成 12 年 3 月 31 日） 

（答） 歯ブラシ、化粧品、シャンプー、タオル等の日用品であって、利用者に一律に提供されるものでは

なく、利用者個人又はその家族等の選択により利用されるものとして、事業者（又は施設）が提供す

るもの等が想定される。 

 

Ｑ＆Ａ（平成 12 年 3 月 31 日） 

（答） サービス提供とは関係のない費用として徴収は可能である。 

 

（問） 個人用の日用品について、「一般的に要介護者等の日常生活に最低限必要と考えられるもの」

とは、どういったものが想定されるのか。 

（問） 個人用の日用品については、一般的に要介護者等の日常生活に最低限必要と考えられるもの

に限られることとされているが、それ以外の個人の嗜好に基づくいわゆる「贅沢品」について

は、費用の徴収ができないのか。 
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Ｑ＆Ａ（平成 12 年 3 月 31 日） 

（答） このような場合は、「サービス提供の一環として提供される便宜」とは言い難いので、「その他の

日常生活費」に該当しない。 

 

Ｑ＆Ａ（平成 12 年 3 月 31 日） 

（答） 個人のために単に立替払いをするような場合は、事業者等として提供する便宜とはいえず、その

費用は「その他の日常生活費」に該当しないため、サービス提供とは関係のない費用として徴収を

行うこととなる。 

 

Ｑ＆Ａ（平成 12 年 3 月 31 日） 

（答） サービス提供とは関係のない費用として徴収は可能である。 

 

Ｑ＆Ａ（平成 12 年 3 月 31 日） 

（答） このような場合は、施設が洗濯サービスを提供しているわけではないので、その他の日常生活費

には該当しない。 

 

Ｑ＆Ａ（平成 12 年 3 月 31 日） 

（答） 全くの個別の希望に応える場合は事業者等として提供する便宜とは言えず、その費用は「その他

の日常生活費」に該当せず、サービス提供とは関係のない費用として徴収を行うこととなる。 

 

Ｑ＆Ａ（平成 12 年 3 月 31 日） 

（答） 事業者等が、サービスの提供の一環として実施するクラブ活動や行事のうち、一般的に想定され

るもの（例えば、作業療法等機能訓練の一環として行われるクラブ活動や入所者等が全員参加する

定例行事）における材料費等は保険給付の対象に含まれることから別途徴収することはできない

が、サービスの提供の一環として実施するクラブ活動や行事のために調達し、提供する材料であっ

（問） 個人用の日用品については、一般的に要介護者等の日常生活に必要と考えられるものであれ

ば、例えば病院の売店で利用者が購入する場合であってもその費用は「その他の日常生活

費」に該当するのか。 

（問） 個人用の日用品については、一般的に要介護者等の日常生活に必要と考えられるものであれ

ば、ある利用者の個別の希望に応じて事業者等が当該利用者の代わりにある日用品を購入

し、その購入代金を利用者に請求する場合も「その他の日常生活費」に該当するのか。 

（問） 個人専用の家電製品の電気代は、利用者から徴収できないのか。 

 

（問） 施設にコインランドリーがある場合、その料金についても「私物の洗濯代」として「その他の日

常生活費」に該当するのか。 

（問） 個人の希望に応じて事業者等が代わって購入する新聞、雑誌等の代金は、教養娯楽に係る「そ

の他の日常生活費」に該当するか。 

（問） 事業者等が実施するクラブ活動や行事における材料費等は、「その他の日常生活費」に該当す

るか。 
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て、利用者に負担させることが適当と認められるもの（例えば、習字、お花、絵画、刺繍等のクラブ

活動等の材料費）に係る費用は、教養娯楽に要する費用として「その他の日常生活費」に該当する。

なお、事業者等が実施するクラブ活動や行事であっても、一般的に想定されるサービスの提供の範

囲を超えるもの（例えば、利用者の趣味的活動に関し事業者等が提供する材料等や、希望者を募り

実施する旅行等）に係る費用については、サービス提供とは関係のない費用として徴収を行うこと

となる。  

 

保険給付の請求

のための証明書

の交付 

（介護第 3 条の 20、 

準用第 108 条） 

事業者は、法定代理受領サービスに該当しないサービスに係る利用料の支払を受

けた場合は、提供したサービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記

載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。 

指定地域密着型

通所介護の基本

取扱方針 

（介護第 25 条） 

(1) 地域密着型通所介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資す

るよう、その目標を設定し、計画的に行わなければならない。 

(2) 地域密着型通所介護事業者は、自らその提供する地域密着型通所介護の質

の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 

指定地域密着型

通所介護の具体

的取扱方針 

（基準第 26 条） 

(1) 地域密着型通所介護は、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することが

できるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身

の状態を踏まえ、妥当適切に行うものとする。 

(2) 地域密着型通所介護は、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれ

の役割を持って日常生活を送ることができるよう配慮して行うものとする。 

(3) 地域密着型通所介護の提供に当たっては、地域密着型通所介護計画に基づ

き、漫然かつ画一的にならないように、利用者の機能訓練及びその者が日常生

活を営むことができるよう必要な援助を行うものとする。 

(4) 地域密着型通所介護従業者は、地域密着型通所介護の提供に当たっては、懇

切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービス提供方法等に

ついて、理解しやすいように説明を行うものとする。 

(5) 地域密着型通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適正な

介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。 

(6) 地域密着型通所介護事業者は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつ

つ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に

添って適切に提供する。特に認知症である要介護者に対しては、必要に応じ、そ

の特性に対応したサービスの提供ができる体制を整えるものとする。 

地域密着型通所

介護計画の作成 

（基準第 27 条） 

 

(1) 地域密着型通所介護事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその

置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための

具体的なサービスの内容等を記載した地域密着型通所介護計画を作成しなけれ

ばならない。 
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地域密着型通所

介護計画の作成 

（基準第 27 条） 

(2) 地域密着型通所介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合

は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。 

(3) 地域密着型通所介護事業所の管理者は、地域密着型通所介護計画の作成に

当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同

意を得なければならない。 

(4) 地域密着型通所介護事業所の管理者は、地域密着型通所介護計画を作成し

た際には、当該地域密着型通所介護計画を利用者に交付しなければならない。 

(5) 地域密着型通所介護従業者は、それぞれの利用者について、地域密着型通所

介護計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行う。 

利用者に関する

市町村への通知 

（介護第 3 条の

26、準用第 37

条） 

地域密着型通所介護を受けている利用者が、次のいずれかに該当する場合は、遅

滞なく、意見を付してその旨を市町村（介護保険者）に通知しなければならない。 

① 正当な理由なしに地域密着型通所介護の利用に関する指示に従わないことに

より、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。 

② 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。 

緊急時等の対応 

（介護第 12 条、

準用第 37 条） 

地域密着型通所介護従業者は、現に地域密着型通所介護の提供を行っているとき

に利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、運営規程に定められた

緊急時の対応方法に基づき、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置

を講じなければならない。 

管理者の責務 

（基準第 28 条） 

(1) 管理者は、当該事業所の従業者の管理及び地域密着型通所介護の利用の申

込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を、一元的に行わなけれ

ばならない。 

(2) 管理者は、当該事業所の従業者に運営に関する基準を遵守させるため必要な

指揮命令を行うものとする。 

運営規程 

（基準第 29 条） 

 

事業所ごとに、次に掲げる重要事項を内容とする運営規程を定めておかなければ

ならない。 

① 事業の目的及び運営の方針 

② 従業者の職種、員数及び職務の内容 

③ 営業日及び営業時間 

④ 地域密着型通所介護の利用定員 

⑤ 地域密着型通所介護の内容及び利用料その他の費用の額 

⑥ 通常の事業の実施地域 

⑦ サービス利用に当たっての留意事項 

⑧ 緊急時等における対応方法 

⑨ 非常災害対策 

⑩ 虐待防止のための措置に関する事項 

⑪ その他運営に関する重要事項 
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勤務体制の確保

等 

（基準第 30 条） 

 

 

 

 

 

 

(1) 利用者に対し適切な地域密着型通所介護を提供できるよう、事業所ごとに、

従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 

(2) 地域密着型通所介護事業者は事業所の従業者によって地域密着型通所介護

を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業

務についてはこの限りでない。 

(3) 地域密着型通所介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保

しなければならない。その際、当該地域密着型通所介護事業者は、全ての地域密

着型通所介護従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八

条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者

を除く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措

置を講じなければならない。 

 (4) 地域密着型通所介護事業者は、適切な地域密着型通所介護の提供を確保す

る観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした

言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより地域密着型通所介

護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要

な措置を講じなければならない。 

業務継続計画の

策定 

（第 3 条の 30

の 2、準用第 37

条） 

（１） 地域密着型通所介護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者

に対する地域密着型通所介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の

体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定

し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

(2) 地域密着型通所介護事業者は、地域密着型通所介護従業者に対し、業務継続

計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなけれ

ばならない。 

(3) 地域密着型通所介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要

に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。 

定員の遵守 

（基準第 31 条） 

地域密着型通所介護事業者は、利用定員を超える地域密着型通所介護の提供を行

ってはならない。ただし、災害その他やむを得ない事情がある場合は、この限りで

はない。 

※地域密着型通所介護事業所ごとに原則として月ごとの勤務表を作成し、従業

者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、専従の生活相談員、看護職員、介護

職員及び機能訓練指導員の配置、管理者との兼務関係等を明確にすること。 
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非常災害対策 

（基準第 32 条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 非常災害対策に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報

及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に

避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。 

(2) 地域密着型通所介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域

住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。 

衛生管理等 

（基準第 33 条） 

(1) 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛

生的な管理に努め、衛生上必要な措置を講じなければならない。 

(2) 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げ

る措置を講じなければならない。 

① 指定地域密着型通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のた

めの対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるも

のとする。）をおおむね六月に一回以上開催するとともに、その結果について、

地域密着型通所介護従業者に周知徹底を図ること。 

② 地域密着型通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための

指針を整備すること。 

③ 地域密着型通所介護事業所において、地域密着型通所介護従業者に対し、感染

症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。 

【留意事項】 

① 委員会は年２回開催すれば良いということでなく、定期的に実施しなければな

らない。また、その結果を記録し、回覧するなどで周知徹底すること。 

② 指針には平常時及び発生時の対策を規定する。平常時の対策としては、事業所

内の衛生管理（環境の整備等）、ケアにかかる感染対策（手洗い、標準的な予防

策）等、発生時の対策としては、発生状況の把握、感染拡大の防止、医療機関や

保健所、市町における事業所関係課等の関係機関との連携、行政等への報告が

想定される。また、発生時における事業所内の連絡体制や上記の関係機関との

連絡体制を整備し、明記しておくことも必要。 

③ 研修の内容についても記録しておくことが必要。実施については、厚生労働省

「介護施設・事業所の職員向け感染症対策力向上のための研修教材」等を活用す

るなど、事業所内での研修で差し支えなく、事業所の実態に応じ行うこと。訓練

の実施は、机上を含めその実施手法は問わない。 

・ 非常災害対策に関する具体的計画とは、消防計画及び風水害、地震等の災

害に対処するための計画をいう。 

・ 関係機関への通報及び連携体制とは、災害時に消防機関へ速やかに通報す

る体制を取るよう従業者に周知徹底するとともに、日頃から消防団や地域住

民との連携を図り、災害時に協力してもらえる体制を作っておくこと。 
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掲示 

（基準第 3 条の

32、準用第 37

条） 

(1) 当該事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、地域密着型通所介護従業者

の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要

事項等を掲示し、かつ、原則として重要事項等の情報をウェブサイトに掲載・公表

しなければならない。 

(2) 地域密着型通所介護事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を地域密

着型通所介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させ

ることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。 

秘密保持等 

（基準第 3 条の

33、準用第 37

条） 

 

 

 

(1) 従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘

密を漏らしてはならない。 

(2) 地域密着型通所介護事業者は、事業所の従業者であった者が、正当な理由が

なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、

従業者の雇用時に守秘義務の誓約をする等、必要な措置を講じなければならな

い。 

(3) サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の

同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじ

め文書により得ておかなければならない。 

広告 

（基準第 3 条の

34、準用第 37

条） 

事業所について広告をする場合は、その内容が虚偽又は誇大なものであってはな

らない。 

居宅介護支援事

業者等に対する

利益供与の禁止  

（基準第 3 条の

35、準用第 37

条） 

居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者による

サービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与して

はならない。 

苦情処理 

（基準第 3 条の

36、準用第 37

条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 提供したサービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対

応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じ

なければならない。 

(2) (1)の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければなら

ない。 

(3) 苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であることの認識に立

※ 必要な措置とは、具体的には、相談窓口、苦情処理の体制及び手順等

当該事業所における苦情を処理するために講ずる措置の概要について

明らかにし、利用申込者又はその家族にサービスの内容を説明する文書

に苦情に対する措置の概要についても併せて記載するとともに、事業所

に掲示すること等である。 
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ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取組を自ら行わなけれ

ばならない。（苦情の内容等の記録は 2 年間保存しなければならない。） 

(4) 提供したサービスに関し、法第 23 条（文書の提出等）の規定により市町村（介

護保険者）が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村

（介護保険者）の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び。利用者からの苦情

に関して市町村（介護保険者）が行う調査に協力するとともに、市町村（介護保険

者）から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必

要な改善を行わなければならない。 

(5) 市町村（介護保険者）からの求めがあった場合には、(4)の改善の内容を市町

村（介護保険者に報告しなければならない。 

(6) 提供したサービスに係る利用者からの苦情に関して、国民健康保険団体連合

会が行う法第 176 条（連合会の業務）第 1 項第３号の調査に協力するとともに、

国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当

該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

(7) 国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、(6)の改善の内容を

国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。 

地域との連携 

（基準第 34 条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 事業者は、サービスの提供に当たっては、利用者、利用者の家族地域住民の

代表者、地域密着型通所介護事業所が所在する市町村の職員又は地域密着型通

所介護事業所が所在する区域を管轄する法第 115 条の 46 第一項 に規定す

る地域包括支援センターの職員、地域密着型通所介護について知見を有する者

等により構成される協議会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるもの

とする。ただし、利用者等が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用

について当該利用者等の同意を得なければならない。）（以下この項において

「運営推進会議」という。）を設置し、おおむね６月に１回以上、運営推進会議に対

して地域密着型通所介護の活動状況等を報告し、運営推進会議による評価を受

けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければ

ならない。  

 

 

(2) 事業者は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するととも

に、当該記録を公表しなければならない。  

(3) 事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等

との連携及び協力を行う等、地域との交流を図らなければならない。 

(4) 事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した地域密着型通所介護に関

する利用者からの苦情に関して市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事

業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。  

(5) 事業者は、地域密着型通所介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住

※ 運営推進会議について、地域密着型通所介護事業所と他の地域密着型サービス事業所を併設

している場合は、１つの運営推進会議において両事業所の評価を行うことで差し支えない。 
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する利用者に対して地域密着型通所介護を提供する場合には、当該建物に居住

する利用者以外の者に対しても、地域密着型通所介護の提供を行うよう努めな

ければならない。 

事故発生時の対

応 

（基準第 35 条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供により事故が発生した場合

は、市町村（介護保険者）、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援

事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなくてはならない。 

(2) (1)の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければなら

ない。 

(3) 利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損

害賠償を速やかに行わなければならない。また、損害賠償については速やかに

行えるよう、損害賠償保険に加入することが望ましい。 

(4) サービスの提供により事故が発生した場合の対応方法については、あらかじ

め地域密着型通所介護事業者が定め、事故が生じた際にはその原因を解明し、

再発生を防ぐための対策を講じなければならない。 

※事故報告書の様式は唐津市のホームページに掲載 

トップページ＞分類でさがす＞健康・福祉＞介護保険＞介護保険事業者＞介護

保険サービス事業者などの事故報告 

虐待の防止 

（基準第 3 条の

38 の 2、準用第

37 条） 

地域密着型通所介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各

号に掲げる措置を講じなければならない。 

① 地域密着型通所介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員

会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開

催するとともに、その結果について、地域密着型通所介護事業者に周知徹底を

図ること。 

② 地域密着型通所介護事業所における虐待の防止のための指針を整備するこ

と。 

③ 地域密着型通所介護事業所において、地域密着型通所介護従業者に対し、虐待

の防止のための研修を定期的に実施すること。 

④ 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

【留意事項】 

① 委員会の開催後はその結果を記録し、回覧するなどで周知徹底すること。 

② 指針には次の項目を盛り込むこと。 

 イ 事業所における虐待の防止に関する基本的考え方 

 ロ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項 

 ハ 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針 

 二 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針 

ホ 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項 
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 へ 成年後見制度の利用支援に関する事項 

 ト 虐待等に関する苦情解決方法に関する事項 

 チ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項 

 リ その他虐待の防止の推進のために必要な事項 

③ 研修の実施内容についても記録すること。実施については、事業所内での研修

で差し支えない。また、回数は年１回以上とする。 

④ 担当者の配置と役割について、指針もしくは委員会の記録等に定めておくこ

と。 

会計の区分 

（基準第 3 条の

39、準用第 37

条） 

事業所ごとに経理を区分するとともに、地域密着型通所介護等の事業の会計とそ

の他の事業の会計を区分しなければならない。 

記録の整備 

（基準第 36 条） 

(1) 従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならな

い。 

(2) 利用者に対する地域密着型通所介護の提供に関する次に掲げる記録を整備

し、その完結の日から２年間保存しなければならない。 

① 地域密着型通所介護計画 

② 提供した具体的なサービスの内容等の記録 

③ 利用者の不正行為等に関する市町村（介護保険者）への通知に係る記録 

④ 提供したサービスに係る苦情の内容等の記録 

⑤ 提供したサービスに係る事故の状況及び事故に際して採った処置についての

記録 

⑥ 運営推進会議への報告、運営推進会議からの評価、要望、助言等の記録 

健康診断 

（労働安全衛生

法第 66 条） 

事業者は常時使用する労働者に対し、１年以内毎に１回、定期に医師による健康診

断を行わなければならない。また、夜勤者を含め深夜業務を含む業務に常時従事

する労働者に対し、６月以内ごとに１回、定期に医師による健康診断を行わなけれ

ばならない。 

 

【留意事項】 

① 介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉系の資格を有さない者について、認知症介護基礎研修の

受講を義務付ける。 

② 義務付けの対象とならない者は、看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、実務者研修修

了者、介護職員初任者研修修了者、生活援助従事者研修修了者に加え、介護職員基礎研修課程又は

訪問介護員養成研修課程一級課程・二級課程修了者、社会福祉士、医師、歯科医師、薬剤師、理学療

法士、作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士、管理栄養士、栄養士、あん摩マッサージ師、はり師、

きゅう師等とする。 

③ 新卒、中途採用を問わず、新たに採用した従業者（②の資格を有さない者）については、採用後１年

を経過するまでに認知症介護基礎研修を受講させることとする。 
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運営指導等での指摘事項 

【従業者の員数、勤務体制の確保】 

・ 「管理者と介護職員」「看護職員と機能訓練指導員」などのように兼務する場合は、勤務表

上で兼務の状況が分かるようにすること。 

・ 介護職員については、サービス提供時間帯に常時１名以上の配置を必要としているが、介

護職員が確保されていない時間帯がある。 

・ 職員の研修状況について、研修資料は保管されているが、研修参加状況等の記録がなく、

参加できなかった職員への対応が確認できない。 

・ セクシャルハラスメント、パワーハラスメントの防止措置が整備されていない。 

 

【運営規定】 

・ 営業時間又はサービス提供時間の記載内容が実態と異なっている。 

 

【掲示物】 

・ 第三者評価の実施状況が掲示されていない。実施していない場合でも「なし」の旨を掲示

すること。 

 

【従業者の健康管理】 

・ 雇用時に従業者の健康診断が行われていない。 

※労働安全衛生法において、健康診断実施後の取組事項についても義務付けがあります。 

 

【事故発生時の対応】 

・ 事故等により、病院受診をしている利用者がいるが、市に事故報告書の提出がされていな

いものがある。※受診に至らないもの、受診したが異常なかったものは報告不要 

・ 利用者の離設について、保険者に事故報告書の提出がされていない。 

 

【地域密着型通所介護計画の作成】 

・ 居宅サービス計画書に位置付けられた目標が反映されていない計画がある。 

・ 地域密着型通所介護計画に、併設の住宅型有料老人ホームが行うサービス内容が盛り込ま

れている。 

・ 地域密着型通所介護計画の作成に際し必要なアセスメントが取られていない。 

・ サービスの実施状況や評価について利用者又は家族に説明した記録がない。 

・ 計画書を交付した記録がなく、交付されたことの確認が取れない。 

 

【指定地域密着型通所介護計画の基本取扱方針及び具体的取扱方針】 

・ 事業所の屋外で行うサービスについて地域密着型通所介護計画に位置付けられていな

い。 

・ 地域密着型通所介護計画の利用者の同意日及び交付日について日付の記入がない。 
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運営指導等での指摘事項 

【記録の整備】 

・ 手書きの記録と電子媒体で作成された記録の内容に齟齬がある。 

 

【高齢者虐待防止】 

・ 高齢者虐待防止に関するマニュアルは作成されているが、通報・報告体制の記載がない。 

 

【苦情処理】 

・ 苦情処理マニュアルは作成されているが、通報・報告体制の記載がない。 

 

【秘密保持等】 

・ 代表者について、秘密保持のための誓約書がとられていない。 

 

【衛生管理等】 

・ 感染症対策マニュアルの作成はされているが、発生時の対応及び通報・報告体制の記載がな

い。 

・ 感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会の開催後に、結果を従業者へ

周知したか記録がない。また研修及び訓練についても記録がない。 

 

【消防法】 

・ 消火訓練・避難訓練は年２回以上実施すること。 

・ 消防設備点検が実施されていない。 
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Ⅱ．介護報酬算定に関する基準について 

 

〈 1. 地域密着型通所介護費の基本報酬の算定について〉 

  要介護度、所要時間の区分に応じ、以下のように算定する。 

 

地域密着型 

通所介護費 

3 時間以上 4 時間未満 4 時間以上 5 時間未満 5 時間以上 6 時間未満 

要介護１  416 単位 

要介護２  478 単位 

要介護３  540 単位 

要介護４  600 単位 

要介護５  663 単位 

要介護１  436 単位 

要介護２  501 単位 

要介護３  566 単位 

要介護４  629 単位 

要介護５  695 単位 

要介護１   657 単位 

要介護２   776 単位 

要介護３   896 単位 

要介護４   1,013 単位 

要介護５  1,134 単位 

6 時間以上 7 時間未満 7 時間以上 8 時間未満 8 時間以上 9 時間未満 

要介護１   678 単位 

要介護２   801 単位 

要介護３   925 単位 

要介護４  1,049 単位 

要介護５  1,172 単位 

要介護１   753 単位 

要介護２   890 単位 

要介護３  1,032 単位 

要介護４  1,172 単位 

要介護５  1,312 単位 

要介護１   783 単位 

要介護２   925 単位 

要介護３  1,072 単位 

要介護４  1,220 単位 

要介護５  1,365 単位 

 

◆ 併算定不可のサービス 【参考】 

利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定施設入居者生活介護又は小規模多機

能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護

老人福祉施設入所者生活介護若しくは複合型サービスを受けている間は、通所介護費は、算定しな

い。 

【地域密着型 報酬告示 ２の２ 注２２】 

 

◆ 所要時間の取扱い 

上記の表の「所要時間」については、現に要した時間ではなく、地域密着型通所介護計画に位置付

けられた内容の地域密着型通所介護を行うのに要する標準的な時間を用いる。 

 

⇒ 例えば、当日のサービス進行状況や利用者の家族の出迎え等の都合で、当該利用者が通常の時

間を超えて事業所にいる場合は、当初計画に位置づけられた所要時間で算定。 

【地域密着型留意事項通知 第２の３の２(1)】 

 

◆ 所要時間がやむを得ず短くなった場合 

利用者の心身の状況や降雪等の急な気象状況の悪化等により、実際の地域密着型通所介護の提供

が地域密着型通所介護計画上の所要時間よりもやむを得ず短くなった場合には地域密着型通所介護

計画上の単位数を算定して差し支えない。 【地域密着型留意事項通知 第２の３の２(1) 注１】 

 

⇒ 例えば８時間以上 9 時間未満のサービスの通所介護計画を作成していた場合に、当日の途中に

利用者が体調を崩したためにやむを得ず７時間３０分でサービス提供を中止した場合に当初の

通所介護計画による所定単位数を算定してもよい。 

【令和３年 3 月２6 日 Ｑ＆Ａ】【参考】 
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⇒ やむを得ない医療機関等の受診であれば、医療機関等における保険請求が優先され、変更後の

所要時間に応じた所定単位数を算定しなければならない。 

【平成 15 年 5 月 30 日 Ｑ＆Ａ 通所サービス（共通事項）Ｑ３】【参考】 

 

◆ 所要時間が大幅に短縮した場合 

通所介護計画を変更のうえ、変更後の所要時間に応じた単位数で算定を行う。 

  【令和３年３月２６日 Ｑ＆Ａ 問２６】 

 

◆ 通常要する時間を超える場合の利用料 

   通常要する時間を超える指定地域密着型通所介護であって利用者の選定に係るものの提供に伴

い必要となる費用の範囲において、利用料を徴収できる。 

【平成 24 年 3 月 16 日 Q&A 問６２】 

 

◆ 利用者ごとのサービス提供時間 

利用者ごとに適切なアセスメントを経た結果、計画でそのような時間設定であれば、同じ利用者が

利用日毎に異なる提供時間のサービスを受けることや、同じサービス単位のなかにあっても利用者

ごとにサービス提供時間が異なるということも在りうる。 

【平成24年3月16日 Ｑ＆Ａ 問５５、問５６】【参考】 

 

◆ 送迎時の居宅内介助について 

所要時間に、送迎に要する時間は含まれない。ただし、次の①と②を満たす場合には送迎時に実施

した居宅内介助（着替え、ベッド・車いすへの移乗、戸締り等）に要する時間を 1 日 30 分以内を限度

とし、所要時間に含めることが可能。 

①居宅サービス計画及び地域密着型通所介護計画に位置付けた上で行う場合 

②送迎時の居宅内介助を行う者が、介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者、

１級課程修了者（旧ヘルパー1 級修了者）介護職員初任者研修修了者（旧ヘルパー2 級）、看護職員、

機能訓練指導員、又は当該事業所における勤続年数と同一法人による他の介護サービス事業所等

において直接サービスを提供する職員としての勤続年数が 3 年以上の介護職員であること。 

【地域密着型留意事項通知 第 3 の 2(1) 】 

※地域密着型通所介護サービスとしての提供となるので、具体的なサービス提供の記録も作成する

こと。 

 

◆ 送迎に係る取り扱いについて 

送迎先について利用者の居住実態のある場所を含めるとともに、他の介護事業所や障害福祉サー

ビス事業所の利用者と同乗させることができる。 

①運営上支障がなく、利用者の居住実態（近隣の親戚の家等）がある場所に限り、当該場所への送迎

ができる。 

②介護サービス事業所において、他事業所の従業員が自事業所と雇用契約を結び、自事業所の従業

員として送迎を行う場合や、委託契約において送迎業務を委託している場合（共同での委託を含む）

には、責任の所在等を明確にした上で、他事業所の利用者と同乗することができる。 

③障害福祉サービス事業所が介護サービス事業所と雇用契約や委託契約（共同での委託を含む）を

結んだ場合においても、責任の所在等を明確にした上で、障害福祉サービス事業所の利用者も同

条することができる。 
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    （注：この場合の障害福祉サービス事業所とは、同一敷地内事業所や併設、隣接事業所など、利用

者の利便性を損なわない範囲内の事業所とする） 

 

◆ 利用者減少時の取り扱いについて 

感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が生じ、当該月の利用者数の実績が当該月の

前年度における月平均の利用者数よりも 100 分の５以上減少している場合に、市町村長に届け出た

地域密着型通所介護事業所において、地域密着型通所介護を行った場合には、利用者数が減少した

月の翌々月から３月以内に限り、地域密着型通所介護費については１回につき所定単位数の 100 分

の３に相当する単位数を所定単位数に加算する。ただし、利用者数の減少に対応するための経営改善

に時間を要することその他の特別の事情があると認められる場合は、当該加算の期間が終了した月

の翌月から３月以内に限り、引き続き加算することができる。 

【地域密着型報酬告示 ２の２地域密着型通所介護 注５】 

 ※対象となる感染症又は災害は、厚生労働省から通知されます 

 

◆ 2 時間以上 3 時間未満の地域密着型通所介護を行う場合の取扱い 

◇ 内容 

2時間以上3時間未満のサービスを行う場合は、4時間以上5時間未満の所定単位数に70%をか

けた単位数を算定。 

 

◇ 利用者の要件 

対象となるのは、心身の状況から長時間のサービスが困難な者、病後等により短時間の利用から

長時間利用に結び付けていく必要がある者など、利用者側の心身の状況等によるやむを得ない事情

がある場合に限られる。 

【地域密着型留意事項通知 第3の2(2) 注４】 

 

 ⇒ したがって、例えば単に利用者の家族の都合上などで当初の予定より早く帰った結果、サービス

提供時間が2時間30分になった場合等はこの単位数は算定できない。過誤調整になっているケー

スもあるので注意すること。 

 

◇ サービスの内容について 

2時間以上3時間未満のサービスを提供する場合も、本来の目的に照らし、日常生活を通じた機能

訓練等が実施されるべきであり、例えば単に入浴サービスのみの利用といった内容は適当でない。 

 【地域密着型留意事項通知 第 3 の 2(2) 注４】 

 

Ｑ＆Ａ（平成 15 年 5 月 30 日） 

（答） 貴見のとおり、算定できない。 

  

（問）事業所職員が迎えにいったが、利用者が突然体調不良で通所介護に参加できなくなった場合、通

所介護費を算定することはできないか。 
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Ｑ＆Ａ（平成 15 年 6 月 30 日） 

（答） 施設サービスや短期入所サービスにおいても機能訓練やリハビリテーションを行えることか

ら、入所（入院）日や退所（退院）日に通所サービスを機会的に組み込むことは適正でない。例えば、

施設サービスや短期入所サービスの退所（退院）日において、利用者の家族の出迎えや送迎等の都

合で、当該施設・事業所内の通所サービスに供する食堂、機能訓練室などにいる場合は、通所サー

ビスが提供されているとは認められないため、通所サービス費を算定できない。 

 

Ｑ＆Ａ（平成 15 年 5 月 30 日） 

（答） 併設医療機関等における保険請求が優先され、通所サービスについては変更後の所要時時間

に応じた所定単位数を算定しなければならない。 

 

Ｑ＆Ａ（平成 24 年 3 月 16 日） 

（答） 通所サービスの所要時間については、現に要した時間ではなく、通所サービス計画に位置付けら

れた内容の通所サービスを行うための標準的な時間によることとされている。 

こうした趣旨を踏まえ、例えば７時間以上９時間未満のサービスの通所介護計画を作成していた場

合において、当日の途中に利用者が体調を崩したためにやむを得ず６時間でサービス提供を中止し

た場合に、当初の通所介護計画による所定単位数を算定してもよいとした。（ただし、利用者負担の

軽減の観点から、５時間以上７時間未満の所定単位数を算定してもよい。）こうした取り扱いは、サー

ビスのプログラムが個々の利用者に応じて作成され、当該プログラムに従って、単位ごとに効果的に

実施されている事業所を想定しており、限定的に適用されるものである。 

当初の通所介護計画に位置付けられた時間よりも大きく短縮した場合は、当初の通所介護計画を

変更し、再作成されるべきであり、変更後の所要時間に応じた所定単位数を算定しなければならな

い。 

（例） 

① 利用者が定期健診などのために当日に併設保険医療機関の受診を希望することにより６時間程

度のサービスを行った場合には、利用者の当日の希望を踏まえて当初の通所サービス計画を変更

し、再作成されるべきであり、６時間程度の所要時間に応じた所定単位数を算定する。 

② 利用者の当日の希望により３時間の入浴のみのサービスを行った場合には、利用者の当日の希

望を踏まえて当初の通所サービス計画を変更し、再作成するべきであり、３時間程度の所要時間に

応じた所定単位数を算定する。 

③ ７時間以上９時間未満の通所介護を行っていたが、当日利用者の心身の状況から１～２時間で中

止した場合は当初の通所サービス計画に位置付けられていた時間よりも大きく短縮しているため

当日のキャンセルとして通所介護費を算定できない。 

（注：所要時間による区分は現行と異なる） 

（問）施設サービスや短期入所サービスの入所（入院）日や退所（退院）日に通所サービスを算定できる

か。 

（問）緊急やむを得ない場合における併設医療機関（他の医療機関を含む）の受診による通所サービス

の利用の中止について 

（問）「当日の利用者の心身の状況から、実際のサービスの提供が通所サービス計画上の所要時間より

もやむを得ず短くなった場合には通所サービス計画上の単位数を算定して差し支えない。」とされて

いるが、具体的にどのような内容なのか。 
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〈 2. 地域密着型通所介護費の減算について〉 

 

○ 定員超過利用時の減算 

 次の計算により当該事業所の入居者数が利用定員を超える場合、次により単位数を算定する。 

１月間のサービス利用者の延べ人数 

１月間のサービス提供日数 

 

・対象期間 ： 定員超過利用の発生月の翌月～定員超過利用の解消月 

・減算対象 ： 入居者全員 

・減算方法 ： 所定単位数×７０％で算定 

※上記の減算判定式と運営基準の「定員の遵守」は異なる考え方であり、ひと月の平均では利用定

員を超えなくても、1 日に定員を超えて受け入れることは運営基準違反となる。定員超過利用

が継続する場合には、その解消に向けて、指導を行うが、当該指導に従わず、定員超過利用が２

月以上継続する場合には、特別な事情（災害、虐待の受入れ等）がある場合を除き、指定の取消し

を検討するものとなる。 

 

○ 看護・介護職員の人員基準欠如時の減算 

看護職員の減算算定式 

サービス提供日に配置された延べ人数 

サービス提供日数 

 

  介護職員の減算算定式 

当該月に配置された職員の勤務延べ時間数 

当該月に配置すべき職員の勤務延べ時間数 

 

①人員基準上、必要な人数から１割を超えて減少した場合 

・対象期間 ： 人員基準欠如の発生月の翌月～人員基準欠如の解消月 

・対 象 者 ： 利用者等の全員 

・減算方法 ： 所定単位数×７０％で算定 

②１割以内で減少した場合 

・対象期間 ： 人員基準欠如の発生月の翌々月～人員基準欠如の解消月 

・対 象 者 ： 利用者等の全員 

・減算方法 ： 所定単位数×７０％で算定 

   ※翌月の末日で、人員基準を満たす場合は減算しない。 

※従業者に欠員が出た場合だけでなく、病欠の場合も減算になる。 

 

○ 看護・介護職員以外の人員基準欠如時の減算 

   ・対象期間 ： 人員基準欠如の発生月の翌々月～人員基準欠如の解消月 

・対 象 者 ： 利用者等の全員 

・減算方法 ： 所定単位数×７０％で算定 

＞ 利用定員 ※小数点以下を切り上げる 

＜ 0.9 

＜ 0.9 

※小数点以下を切り上げる 

※小数点以下を切り上げる 
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※翌月の末日で、人員基準を満たす場合は減算しない。 

 

○ 同一建物減算   ９４単位/日       事業対象者・要支援１  ３７６単位/月 

事業対象者・要支援２  ７５２単位/月 

通所事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から通所介護事業所に通うものに対し、サービ

スを行った場合は、１日につき９４単位を減算する。ただし、傷病その他やむを得ない事情により送迎

が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、この限りでない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 送迎を行わない場合の減算  ４７単位/片道 

利用者が自ら通所介護事業所に通う場合や利用者の家族等が通所介護事業所への送迎を行う場 

合など、通所介護事業所の従業者が利用者の居宅と通所介護事業所との間の送迎を実施しない場合

は、片道につき４７単位の減算となる。 

 

○ 業務継続計画未策定減算 

感染症もしくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が策定されていない場合、所定単位数の 

１００分の１に相当する単位数を減算する。 

※１年間の経過措置として、令和７年３月３１日までの間、感染症の予防及びまん延防止のための指針

の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算を適用しない。 

  

○ 高齢者虐待防止措置未実施減算 

虐待の発生又はその再発を防止するための措置（虐待の発生又はその発生を防止するための委員

会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めること）が講じられていない場合、所定単位数の 

１００分１に相当する単位数を減算する。 

 

【留意事項】 

① 高齢者虐待防止措置未実施減算は、高齢者虐待が発生した場合ではなく、虐待の発生又はその再

発を防止するための措置が講じられていない場合に、利用者全員について所定単位数から１００分の

１を減算する。 

② 虐待の発生又はその再発を防止するための措置が講じられていない事実が生じた場合、速やかに

改善計画を唐津市へ提出し、事実が生じた月から３月後に改善計画に基づく改善状況を唐津市へ報

告すること。減算期間は、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間となる。 

【同一建物の定義】 

 ・通所介護所と構造上は又は外形上、一体的な建築物を指すものであり、具体的には、建物の 1 階

部分に通所介護事業所がある場合や、建物と渡り廊下等で繋がっている場合が該当し、同一敷地

内にある別棟の建物や道路を挟んで隣接する場合は該当しない。 

【傷病その他やむを得ない事情】 

 ・傷病により一時的に歩行困難となった者又は歩行困難な要介護者であって、かつ建物の構造上、

自力での通所が困難（建物にエレベーターがない又は故障中の場合）である者に対し、２人以上の

従業者が利用者の居住する場所と通所介護事業所の間の往復の異動を介助した場合に限られる

こと。ただし、この場合、２人以上の従業者による移動介助を必要とする理由や移動介助の方法及

び結果について通所介護計画に記載すること。また、移動介助者及び移動介助者及び移動介助時

の利用者の様子等について、記録しなければならない。 
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〈 3. 地域密着型通所介護費の加算等について 〉 

 

○ 延長加算 

８時間以上９時間未満の通所介護の前後に連続して日常生活上の世話を行った場合に、通算した

時間が９時間以上の部分について 5 時間を限度に加算を行う。 

※延長時間帯の人員配置は、事業所の実情に応じて適当数の人員配置で差し支えないが、安全体

制の確保に留意すること。 

※利用者が、当該事業所での利用後に引き続き当該事業所の設備を利用して宿泊する場合や、宿

泊した翌日において当該事業所の地域密着型通所介護の提供を受ける場合には延長加算の算

定不可。 

※９時間の通所介護等の前後に送迎を行い、居宅内介助等を実施する場合も延長加算は算定可。 

 

Ｑ＆Ａ（平成 24 年 3 月 16 日） 

（答） 延長加算は、実際に利用者に対して延長サービスを行うことが可能な事業所において、実際に延

長サ―ビスを行ったときに、当該利用者について算定できる。通所サービスの所要時間と延長サー

ビスの所要時間の通算時間が、例えば通所介護の場合であれば９時間以上となるときに１時間ごと

に加算するとしているが、ごく短時間の延長サービスを算定対象とすることは当該加算の趣旨を踏

まえれば不適切である。 

 

Ｑ＆Ａ（平成 24 年 3 月 16 日） 

（答） 通常要する時間を超えた場合にかかる利用料については、例えば通所介護においてはサービス

提供時間が９時間未満において行われる延長サービスやサービス提供時間が１４時間以上において

行われる延長サービスについて徴収できる。また、サービス提供時間が１４時間未満において行われ

る延長サービスについて延長加算にかえて徴収できる。このとき当該延長にかかるサービス提供に

ついて届出は必要ない。ただし、同一時間帯について延長加算に加えて利用料を上乗せして徴収す

ることはできない。 

（参考）通所介護における延長加算および利用料の徴収の可否 

提供時間 ～7 7～8 8～9 9～10 10～11 
11～

12 

12～

13 

14～

15 

例①         

例②         

例③         

（注：所要時間による区分は現行と異なる） 

例① サービス提供時間が９時間で５時間延長の場合（９時間から１４時間が延長加算の設定） 

（問） 延長加算の所要時間はどのように算定するのか。 

（問） 延長加算と延長サービスにかかる利用料はどういう場合に徴収できるのか。 

介護報酬 延長加算 

介護報酬 利用料 延長加算 

介護報酬 利用料 延長加算 利用料 

9 時間以上 10 時間未満： 50 単位     10 時間以上 11 時間未満：100 単位 

11 時間以上 12 時間未満：150 単位     12 時間以上 13 時間未満：200 単位 

13 時間以上 14 時間未満：250 単位 
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例② サービス提供時間が８時間で６時間延長の場合（８時間から９時間の間は利用料、９時間か

ら１４時間が延長加算の設定） 

例③ サービス提供時間が８時間で７時間延長の場合（８時間から９時間及び１４時間から１５時

間の間は利用料、９時間から１４時間が延長加算の設定） 

 

○ 入浴介助加算 

イ 入浴介助加算（Ⅰ）  ４０単位/日 

次のいずれにも適合して入浴介助を行った場合、１日につき４０単位を算定 

（１）入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して行われる入浴介助であること。 

（2）入浴介助に関わる職員に対し、入浴に関する研修等を行うこと。 

 

ロ 入浴介助加算（Ⅱ）  ５５単位/日 

次のいずれにも適合して入浴介助を行った場合、１日につき５５単位を算定 

（1）イに掲げる基準に適合すること。 

（2）医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員その他の職種の者（以下この号に

おいて「医師等」という。）が利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環

境を評価していること。もしくは、医師等に代わり介護職員が訪問し、医師等の指示のもと情報通

信機器等を活用して状況把握を行い、医師等が評価・助言していること。当該訪問において、当該

居宅の浴室が、当該利用者自身又はその家族等の介助により入浴を行うことが難しい環境にある

と認められる場合は、訪問した医師等が、居宅介護支援事業所の介護支援専門員又は指定福祉用

具貸与事業所若しくは特定福祉用具販売事業所の福祉用具専門相談員と連携し、福祉用具の貸与

若しくは購入又は住宅改修等の浴室の環境整備に係る助言を行うこと。 

（３）地域密着型通所介護事業所の機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種

の者（以下「機能訓練指導員等」という。）が共同して、利用者の居宅を訪問した医師等との連携の

下で、当該利用者の身体の状況、訪問により把握した当該居宅の浴室の環境等を踏まえて個別の

入浴計画を作成すること。 

（４）⑶の入浴計画に基づき、個浴（個別の入浴をいう。以下同じ。）その他の利用者の居宅の状況に近

い環境で、入浴介助を行うこと。 

 

【留意事項】 

① 入浴介助加算（Ⅰ）について 

ア 入浴中の利用者の観察を含む介助を行う場合について算定されるものであるが、この場合の「観

察」とは、自立生活支援のための見守り的援助のことであり、利用者の自立支援や日常生活動作能

力などの向上のために、極力利用者自身の力で入浴し、必要に応じて介助、転倒予防のための声か

け、気分の確認などを行うことにより、結果として、身体に直接接触する介助を行わなかった場合

についても、加算の対象となるものであること。なお、この場合の入浴時には、利用者の自立生活

を支援する上で最適と考えられる入浴方法が、部分浴（シャワー浴を含む）等である場合は、これを

含むものとする。※シャワー浴は算定『可』 であるが、部分浴（足浴）及び清拭は算定『不可』 

 イ 地域密着型通所介護計画上、入浴の提供が位置付けられている場合に、利用者側の事情により、

入浴を実施しなかった場合については、加算を算定できない。 

② 入浴介助加算（Ⅱ）について 

ア ア①及び②を準用する。この場合において、ア①の「入浴介助加算（Ⅰ）」は、「入浴介助加算（Ⅱ）」 

に読み替えるものとする。 
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イ 入浴介助加算（Ⅱ）は、利用者が居宅において、自身で又は家族若しくは居宅で入浴介助を行うこ

とが想定される訪問介護員等（以下(8)において「家族・訪問介護員等」という。）の介助によって入

浴ができるようになることを目的とし、以下ａ～ｃを実施することを評価するものである。なお、入

浴介助加算（Ⅱ）の算定に関係する者は、利用者の状態に応じ、自身で又は家族・訪問介護員等の

介助により尊厳を保持しつつ入浴できるようになるためには、どのような介護技術を用いて行う

ことが適切であるかを念頭に置いた上で、ａ～ｃを実施する。 

ａ 医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員等（利用者の動作及び浴室の環境の評

価を行うことができる福祉用具専門相談員、機能訓練指導員を含む。）が利用者の居宅を訪問（個別

機能訓練加算を取得するにあたっての訪問等を含む）し、利用者の状態をふまえ、浴室における当該

利用者の動作及び浴室の環境を評価する。その際、当該利用者の居宅を訪問し評価した者が、指定地

域密着型通所介護事業所の従業者以外の者である場合は、書面等を活用し、十分な情報共有を行う

よう留意すること。 

（※）当該利用者の居宅を訪問し評価した者が、入浴に係る適切な介護技術に基づいて、利用者の動

作を踏まえ、利用者自身で又は家族・訪問介護員等の介助により入浴を行うことが難しいと判断

した場合は、居宅介護新事業所の介護支援専門員又は福祉用具貸与事業所若しくは特定福祉用

具販売事業所の福祉用具専門相談員と連携し、利用者及び当該利用者を担当する介護支援専門

員等に対し、福祉用具の貸与若しくは購入又は住宅改修等の浴室の環境整備に係る助言を行う。 

ｂ 地域密着型通所介護事業所の機能訓練指導員等が共同して、利用者の居宅を訪問し評価した者と

の連携のもとで、当該利用者の身体の状況や訪問により把握した利用者の居宅の浴室の環境等を踏

まえた個別の入浴計画を作成する。なお、個別の入浴計画の作成に代えることができるものとする。 

ｃ ｂの入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、入浴介助を行う。なお、

この場合の「個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境」とは、手すりなど入浴に要する福祉用具

等を活用し利用者の居宅の浴室の環境を個別に模したものとして差し支えない。また、入浴介助を行

う際は、関係計画等の達成状況や利用者の状態をふまえて、自身で又は家族・訪問介護員等の介助に

よって入浴することができるようになるよう、必死な介護技術の習得に務め、これを用いて行われる

ものであること。なお、必要な介護技術の習得にあっては、既存の研修等を参考にすること。 

 

Ｑ＆Ａ（令和６年３月 1５日） 

（答） 具体的には、脱衣、洗髪、洗体、移乗、着衣など入浴に係る一連の動作において介助対象者に必

要な入浴介助技術や転倒防止、入浴事故防止のためのリスク管理や安全管理等が挙げられるが、こ

れらに限るものではない。なお、これらの研修においては、内部研修・外部研修を問わず、入浴介助技

術の向上を図るため、継続的に研修の機会を確保されたい。 

 

Ｑ＆Ａ（令和６年３月 1５日） 

（答） 情報通信機器等を活用した訪問や評価方法としては、必ずしも画面を通して同時進行で対応する

必要はなく、医師等の指示の下、当該利用者の動作については動画、浴室の環境については写真に

するなど、状況に応じて動画・写真等を活用し、医師等に評価してもらう事で要件を満たすこととして

いる。 

 

（問） 入浴介助に関する研修とは具体的にどのような内容が想定されるのか。 

（問） 情報通信機器を活用した訪問する者（介護職員）と評価をする者（医師等）が画面を通して同時

進行で評価及び助言を行わないといけないのか。 
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○ 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 

事業者が運営規程に定めている通常の事業実施地域を越えて、中山間地域等に居住する者へサー

ビスを提供した場合、所定単位数の５％を所定単位数に加算する。 

 

※この加算を算定する場合、運営規程に規定する通常の 

事業実施地域を超える利用者から交通費の支払いを 

受けることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 中重度者ケア体制加算    ４５単位/日 

中重度の要介護者を受け入れる体制を構築し、地域密着型通所介護を行った場合、全要介護者に

ついて 1 日につき４５単位を加算する。ただし、生活相談員配置等加算を算定している場合は、算定

しない。 

 

「中山間地域等」 

半島振興法、特定農山村法、山村振興法、離島振興法、

沖縄振興特別措置法、奄美群島振興開発特別措置法、

小笠原諸島振興開発特別措置法、過疎地域自立促進

特別措置法、豪雪地帯対策特別措置法、辺地に係る公

共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に

関する法律に指定されている地域。（右表のとおり） 

 

イ 地域密着型サービス基準第２０条第１項第二号又は第三号に規定する員数に加え、看護職員又は介

護職員を常勤換算方法で２以上確保していること。 

ロ 地域密着型通所介護事業所における前年度又は算定日が属する月の前３月の利用者の総数のう

ち、要介護状態区分が要介護３、要介護４及び要介護５である者の占める割合が１００分の３０以上で

あること。 

ハ 地域密着型通所介護を行う時間帯を通じて、専ら地域密着型通所介護の提供に当たる看護職員を

１名以上配置していること。 

半 特 過 辺 離 山

（旧唐津市） ○

大良 ○

後川内 ○

梨川内 ○

神集島 ○ ○

高島 ○ ○

（旧浜玉町） ○

鳥巣 ○

（旧厳木町） ○

天川 ○

（旧相知町） ○

蕨野・池 ○

（旧北波多村）

（旧肥前町） ○ ○ ○

向島 ○ ○

（旧鎮西町） ○ ○ ○

加唐島 ○ ○

馬渡島 ○ ○

松島 ○ ○

（旧呼子町） ○ ○

小川島 ○ ○

（旧七山村） ○ ○ ○

中山間地域等提供加算
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<算定要件> 

  

① 中重度者ケア体制加算は、歴月ごとに、看護職員又は介護職員の員数に加え、看護職員又は介

護職員を常勤換算方法で２以上確保する必要がある。このため、常勤換算方法による職員数の算

定方法は、歴月ごとの看護職員又は介護職員の勤務延時間数を、当該事業所において常勤の職

員が勤務すべき時間数で除することによって算定し、歴月において常勤換算方法で２以上確保し

ていれば加算の要件を満たすこととする。なお、常勤換算方法を計算する際の勤務延時間数につ

いては、サービス提供時間前後の延長加算を算定する際に配置する看護職員又は介護職員の勤

務時間数は含めないこととし、常勤換算方法による員数については、小数点第２位以下を切り捨

てるものとする。 

② 要介護３、要介護４又は要介護５である者の割合については、前年度（３月を除く。）又は届出日

の属する月の前３月の１月当たりの実績の平均について、利用実人員数又は利用延人員数を用い

て算定するものとし、要支援者に関しては人員数に含めない。 

③ 利用実人員数又は利用延人員数の割合の計算方法は、次の取扱いによるものとする。 

イ 前年度の実績が６月に満たない事業所（新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。）

については、前年度の実績による加算の届出はできないものとする。 

ロ 前３月の実績により届出を行った事業所については、届出を行った月以降においても、直近３

月間の利用者の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。また、その

割合については、毎月ごとに記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ち

に体制届を提出しなければならない。 

④ 看護職員は、地域密着型通所介護を行う時間帯を通じて１名以上配置する必要があり、他の職

務との兼務は認められない。 

⑤ 中重度者ケア体制加算については、事業所を利用する利用者全員に算定することができる。ま

た、認知症加算の算定要件も満たす場合は、中重度者ケア体制加算の算定とともに認知症加算も

算定できる。 

⑥ 中重度者ケア体制加算を算定している事業所にあっては、中重度の要介護者であっても社会性

の維持を図り在宅生活の継続に資するケアを計画的に実施するプログラムを作成することとす

る。 
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○ 生活機能向上連携加算 

以下の要件に適合し、利用者に対して機能訓練を行っている場合には、次に掲げる単位数を所定

単位数に加算する。 

 

(1) 生活機能向上連携加算（Ⅰ）  １００単位／月 

 

(2) 生活機能向上連携加算（Ⅱ）  ２００単位／月 

※（Ⅰ）と（Ⅱ）の併算定は不可 

 

イ 生活機能向上連携加算（Ⅰ） 次のいずれにも適合すること 

⑴ 指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所（指定居宅サービス等

基準第百十一条第一項に規定する指定通所リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。）又はリ

ハビリテーションを実施している医療提供施設（医療法（昭和二十三年法律第二百五号）第一条の

二第二項に規定する医療提供施設をいい、病院にあっては、許可病床数が二百床未満のもの又は

当該病院を中心とした半径四キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。以下同じ。）の

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師（以下この号において「理学療法士等」という。）の

助言に基づき、当該指定通所介護事業所、指定地域密着型通所介護事業所、指定認知症対応型通

所介護事業所又は通所型サービス事業所（通所型サービス（法第百十五条の四十五第一項第一号

のロに規定する第一号通所事業のうち、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するた

めの関係法律の整備等に関する法律（平成二十六年法律第八十三号）第五条の規定による改正前

の介護保険法第八条第七項に規定する介護予防通所介護に相当するサービスをいう。）を提供す

る事業所をいう。以下同じ。）の機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種

の者（以下「機能訓練指導員等」という。）が共同して利用者の身体状況等の評価及び個別機能訓

練計画の作成を行っていること。 

⑵ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上を目的とする機能訓練の

項目を準備し、機能訓練指導員等が利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供してい

ること。 

⑶ ⑴の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を三月ごとに一回以上評価し、利用者又

はその家族に対し、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に応じて訓

練内容の見直し等を行っていること。 

ロ 生活機能向上連携加算（Ⅱ） 次のいずれにも適合すること 

⑴ 指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーショ

ンを実施している医療提供施設の理学療法士等が、当該指定通所介護事業所、指定地域密着型

通所介護事業所、指定認知症対応型通所介護事業所又は通所型サービス事業所を訪問し、当該

事業所の機能訓練指導員等が共同して利用者の身体状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成

を行っていること。 

⑵ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上を目的とする機能訓練

の項目を準備し、機能訓練指導員等が利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供して

いること。 

⑶ ⑴の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を三月ごとに一回以上評価し、利用者又

はその家族に対し、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に応じて訓

練内容の見直し等を行っていること。 
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【留意事項】 

① 生活機能向上連携加（Ⅰ） 

イ 生活機能向上連携加算（Ⅰ）は、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション

事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設（病院にあっては、許可病床数が２００

床未満のもの又は当該病院を中心とした半径４キロメートル以内に診療所が存在しないものに限

る。以下この（10）において同じ。）の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師（以下この

（10）において「理学療法士等」という。）の助言に基づき、地域密着型通所介護事業所の機能訓練

指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者（以下「機能訓練指導員等」という。）が

共同してアセスメント、利用者の身体の状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っている

こと。その際、理学療法士等は、機能訓練指導員等に対し、日常生活上の留意点、介護の工夫等に

関する助言を行うこと。この場合の「リハビリテーションを実施している医療提供施設」とは、診療

報酬における疾患別リハビリテーション料の届出を行っている病院若しくは診療所又は介護老人

保健施設、介護療養型医療施設若しくは介護医療院であること。 

ロ 個別機能訓練計画の作成に当たっては、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテ

ーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等は当該利用

者のＡＤＬ（寝返り、起き上がり、移乗、歩行、着衣、入浴、排せつ等）及びＩＡＤＬ（調理、掃除、買物、

金銭管理、服薬状況等）に関する状況について、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハ

ビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の場において把握し、

又は、地域密着型通所介護事業所の機能訓練指導員等お連携してＩＣＴを活用した動画やテレビ電

話を用いて把握した上で、地域密着型通所介護事業所の機能訓練指導員等に助言を行うこと。 

なお、ＩＣＴを活用した動画やテレビ電話を用いる場合においては、理学療法士等がＡＤＬ及びＩＡ

ＤＬに関する利用者の状況について適切に把握することができるよう、理学療法士等と機能訓練指

導員等で事前に方法等を調整するものとする。 

ハ 個別機能訓練計画には、利用者ごとにその目標、実施時間、実施方法等の内容を記載しなければ

ならない。目標については、利用者又はその家族の意向及び当該利用者を担当する介護支援専門

員の意見も踏まえ策定することとし、当該利用者の意欲の向上につながるよう、段階的な目標を設

定するなど可能な限り具体的かつ分かりやすい目標とすること。なお、個別機能訓練計画に相当す

る内容を地域密着型通所介護計画の中に記載する場合は、その記載をもって個別機能訓練計画の

作成に代えることができるものとすること。 

ニ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上を目的とする機能訓練の項

目を準備し、機能訓練指導員等が、利用者の心身の状況に応じて計画的に機能訓練を適切に提供

していること。 

ホ 個別機能訓練計画の進捗状況の評価について 

・ 機能訓練指導員等は、各月における評価内容や目標の達成度合いについて、利用者又はその家

族及び理学療法士等に報告・相談し、理学療法士等から必要な助言を得た上で、必要に応じて当

該利用者又はその家族（以下このホにおいて「利用者等」という。）の意向を確認の上、当該利用

者のＡＤＬやＩＡＤＬの改善状況を踏まえた目標の見直しや訓練内容の変更など適切な対応を行う

こと。 

・ 理学療法士等は、機能訓練指導員等と共同で、３月ごとに１回以上、個別機能訓練の進捗状況等

について評価した上で、機能訓練指導員等が利用者又はその家族に対して個別機能訓練計画の

内容（評価を含む。）や進捗状況等を説明していること。 

ヘ 機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は、利用者ごとに保管され、常に当該事

業所の機能訓練指導員等により閲覧が可能であるようにすること。 
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ト 生活機能向上連携加算（Ⅰ）は個別機能訓練計画に基づき個別機能訓練を提供した初回の月に限

り、算定されるものである。なお、イの助言に基づき個別機能訓練計画を見直した場合には、本加

算を再度算定することは可能であるが、利用者の急性増悪等により個別機能訓練計画を見直した

場合を除き、個別機能訓練計画に基づき個別機能訓練を提供した初回の月の翌月及び翌々月は本

加算を算定しない。 

② 生活機能向上連携加算（Ⅱ） 

イ 生活機能向上連携加算（Ⅱ）は、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション

事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等が、地域密着型通所

介護事業所を訪問し、当該事業所の機能訓練指導員等と共同して、利用者の身体の状況等の評価

及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。その際、理学療法士等は、機能訓練指導員等に対

し、日常生活上の留意点、介護の工夫等に関する助言を行うこと。 

この場合の「リハビリテーションを実施している医療提携施設」とは、診療報酬における疾患別リハ

ビリテーション料の届出を行っている病院若しくは診療所又は介護老人保健施設、介護療養型医

療施設若しくは介護医療院であること。 

 ロ 個別機能訓練計画の進捗状況等の評価について 

  ・ 個別機能訓練指導員等は、各月における評価内容や目標の達成度合いについて、利用者又はそ

の家 族及び理学療法士等に報告・相談し、理学療法士等から必要な助言を得た上で、必要に応

じて当該利用者又はその家族の意向を確認の上、当該利用者のＡＤＬやＩＡＤＬの改善状況を踏ま

えた目標の見直しや訓練内容の変更など適切な対応を行うこと。 

ハ ①ハ、ニ及びヘによること。なお、個別機能訓練加算を算定している場合は、別に個別機能訓練計

画を作成する必要はないこと。 

 

○ 個別機能訓練加算 

以下の基準に適合して利用者に対して、機能訓練を行っている場合には、次に掲げる単位数を所

定単位数に加算する。ただし、個別機能訓練加算（Ⅰ）イを算定している場合には、個別機能訓練加算

（Ⅰ）ロは算定しない。 
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(イ) 個別機能訓練加算（Ⅰ）イ   ５６単位/日 

 

(ロ) 個別機能訓練加算（Ⅰ）ロ  76 単位/日 

 

(ハ) 個別機能訓練加算（Ⅱ）   ２０単位/月 

 

【留意事項】 

① 個別機能訓練加算は、専ら機能訓練を実施する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、

柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師（はり師及びきゅう師については、理学療

法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する

機能訓練指導員を配置した事業所で６月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。）（以

下、「理学療法士等」という。）を配置し、機能訓練指導員等が共同して、利用者ごとに心身の状態や居

宅の環境をふまえた個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき計画的に機能訓練を行うこと

で、利用者の生活機能（身体機能を含む）の維持・向上を図り、住み慣れた地域で居宅において可能な

限り自立して暮らし続けることを目指すため設けられたものである。 

本加算の算定にあったては、加算設置の趣旨をふまえた個別機能訓練計画の作成及び個別機能訓

練が実施されなければならない。 

⑴ イ⑴で配置された理学療法士等に加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を

１名以上配置していること。※配置時間の定めなし 

⑵ イ⑵から⑸までに掲げる基準のいずれにもに適合すること 

 

⑴ イ⑴から⑸まで又はロ⑴及び⑵に掲げる基準に適合すること。 

⑵ 利用者ごとの個別機能訓練計画書の内容等の情報を厚生労働省に提出し、機能訓練の実施に当

たって、当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。 

⑴ 専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整

復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師（はり師及びきゅう師については、理学療法士、

作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能

訓練指導員を配置した事業所で６月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。）（以下

「理学療法士等」）を１名以上配置していること。※配置時間の定めなし 

⑵ 機能訓練指導員等が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、理

学療法士等が計画的に機能訓練を行っていること。 

⑶ 個別機能訓練計画の作成及び実施においては、利用者の身体機能及び生活機能の向上に資する

よう複数の種類の機能訓練の項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利用者の生活意欲が増

進されるよう利用者を援助し、利用者の選択に基づき、心身の状況に応じた機能訓練を適切に行っ

ていること。 

⑷ 機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅での生活状況を確認した上で、個別機

能訓練計画を作成すること。また、その後三月ごとに一回以上、利用者の居宅を訪問した上で、当該

利用者の居宅での生活状況をその都度確認するとともに、当該利用者又はその家族に対して、個別

機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に応じて個別機能訓練計画の見直し等を行っているこ

と。 

⑸ 通所介護費等算定方法第五号の二に規定する基準のいずれにも該当しないこと。 
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② 個別機能訓練加算（Ⅰ）イ、個別機能訓練加算（Ⅰ）ロ 

イ 個別機能訓練加算（Ⅰ）イを算定する際の人員配置 

専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を１名以上配置すること。この場合におい

て、例えば１週間のうち、特定の曜日だけ理学療法士等を配置している場合は、その曜日において

理学療法士等から直接機能訓練の提供を受けた利用者のみが当該加算の算定対象となる。 

ただし、この場合、当該加算を算定できる人員体制を確保している曜日があらかじめ定められ、

利用者や居宅介護支援事業者に周知されている必要がある。なお、地域密着型通所介護事業所の

看護職員が当該加算に係る理学療法士等の職務に従事する場合には、当該職務の時間は、地域密

着型通所介護事業所における看護職員としての人員基準の算定に含めない 

ロ 個別機能訓練加算（Ⅰ）ロを算定する際の人員配置 

専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を１名以上配置することに加えて、専ら機

能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を地域密着型通所介護を行う時間帯を通じて１名以

上配置すること。この場合において、例えば１週間のうち特定の曜日だけ、専ら機能訓練を実施す

る理学療法士等を１名以上及び専ら機能訓練を実施する理学療法士等を地域密着型通所介護を行

う時間を通じて１名以上配置している場合は、その曜日において理学療法士等から直接訓練の提

供をうけた利用者のみが当該加算の算定対象となる。 

ただし、この場合、当該加算を算定できる人員体制を確保している曜日はあらかじめ定められ、

利用者や居宅介護支援事業者に周知されている必要がある。なお、地域密着型通所介護事業所の

看護職員が当該加算に係る機能訓練指導員の職務に従事する場合には、当該職務の時間は、地域

密着型通所介護事業所における看護職員としての人員基準の算定に含めない。 

ハ 個別機能訓練目標の設定・個別機能訓練計画の作成 

個別機能訓練加算（Ⅰ）イ及び個別機能訓練加算（１）ロに係る個別機能訓練を行うにあたって

は、機能訓練指導員等が共同して、利用者ごとにその目標、目標を踏まえた訓練項目、訓練実施回

数等を内容とする個別機能訓練計画を作成すること。 

個別機能訓練目標の設定にあたっては、機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問したうえで利

用者の居宅での生活状況（起居動作、ＡＤＬ、ＩＡＤＬ等の状況）を確認し、その結果や利用者又は家族

の意向及び介護支援専門員等の意見も踏まえつつ行うこと。その際、当該利用者の意欲向上につ

ながるよう長期目標・短期目標のように段階的な目標とするなど可能な限り具体的かつ分かりや

すい目標とすること。また、単に身体機能の向上を目指すことのみを目標とするのではなく、日常

生活における生活機能の維持・向上を目指すことを含めた目標とすること。 

個別機能訓練項目の設定にあたっては、利用者の生活機能の向上に資する複数の種類の機能訓

練の項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利用者の生活意欲の向上につながるよう利用

者を援助すること。なお、個別機能訓練計画に相当する内容を地域密着型通所介護計画の中に記

載する場合は、その記載をもって個別機能訓練計画の作成に代えることができるものとする。 

ニ 個別機能訓練の実施体制・実施回数 

個別機能訓練加算（Ⅰ）イ及び個別機能訓練（Ⅰ）ロに係る個別機能訓練は、類似の目標を持ち、

同様の訓練項目を選択した５人程度以下の小集団（個別対応含む）に対して機能訓練指導員が直接

行うこととし、必要に応じて事業所内外の設備等を用いた実践的かつ反復的な訓練すること。 

訓練時間については、個別機能訓練計画に定めた訓練項目の実施に必要な１回あたりの訓練時

間を考慮し適切に設定すること。 

ホ 個別機能訓練実施後の対応 

個別機能訓練加算（Ⅰ）イ及び個別機能訓練加算（Ⅰ）ロに係る個別機能訓練を開始した後は、個

別機能訓練項目や訓練実施時間、個別機能訓練の効果（例えば当該利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬ等の
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改善状況）の確認を行い、利用者又はその家族（以下このホにおいて「利用者等：という。」に対して

個別機能訓練の実施状況や個別機能訓練の効果等について説明し、記録する。 

また、概ね３月ごとに１回以上、個別機能訓練の実施状況や個別機能訓練の効果等について、当

該利用者を担当する介護支援専門員等にも適宜報告・相談し、利用者等の意向を確認のうえ、当該

利用者に対する個別機能訓練の効果（例えば当該利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬ等の改善状況）等をふ

まえた個別機能訓練の目標の見直しや訓練項目の変更など、適切な対応を行うこと。 

また、利用者等に対する説明は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとするこ

と。ただし、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならないこと。な

お、テレビ電話装置等の活用に当たっては、個人情報委員会・厚生労働省「医療・介護保険事業者に

おける個人情報の適切な取扱いのためのガイドダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管

理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

ヘ その他 

⑴ 厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護等

の算定方法（平成１２年厚生省告示第２７号）第５号の２に規定する基準のいずれかに該当する場

合は、個別機能訓練加算（Ⅰ）イ及び個別機能訓練加算（Ⅰ）ロを算定することはできない。 

⑵ 個別機能訓練加算（Ⅰ）イを算定している場合は個別機能訓練加算（Ⅰ）ロを算定することはで

きない。また、個別機能訓練加算（Ⅰ）ロを算定している場合は、個別機能訓練加算（Ⅰ）イを算

定することはできない。 

⑶ 個別機能訓練計画に基づく個別機能訓練の実施が予定されていた場合でも、利用者の都合等

により実際に個別機能訓練が実施されなかった場合は、個別機能訓練加算（Ⅰ）イ及び個別機能

訓練加算（Ⅰ）ロを算定することはできない。 

⑷ 個別機能訓練加算（Ⅰ）イ及び個別機能訓練加算（Ⅰ）ロの目標設定・個別機能訓練計画の作成

方法の詳細を含む事務処理手順等については、別に定める通知において示すこととする。 

⑸ 個別機能訓練に関する記録（個別機能訓練の目標、目標をふまえた訓練項目、訓練実施時間、

個別機能訓練実施者等）は、利用者ごとに保管され、常に当該事業所の個別機能訓練従事者に

より閲覧が可能であるようにすること。 

③ 個別機能訓練加算（Ⅱ）について 

厚生労働省への情報の提出については、「科学的介護情報システム」（以下「ＬＩＦＥ」という。）を用い

て行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）

関連加算に関する基本的な考え並びに事務処理手順及び様式例の掲示について」（令和３年３月１６

日老老初０３１６第４号）を参照されたい。 

サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバッグ情報を活用し、利用者の

状態に応じた個別機能訓練計画の作成（Ｐｉａｎ）当該計画に基づく個別機能訓練の実施（Ｄｏ）、当該

実施内容の評価（Ｃｈｅｃｋ）、その評価結果を踏まえた当該計画の見直し・改善（Ａｃｔｉｏｎ）の一連のサ

イクル（ＰＤＣＡサイクル）により、サービスの質の管理を行うこと。 

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するた

め、適宜活用されるものである。 

 

○ ＡＤＬ維持等加算 

評価対象期間（ＡＤＬ維持等加算を算定する年度の初日の属する年の前年の１月から１２月までの期

間）の満了日の属する月の翌月から 12 月に限り、当該基準に掲げる区分に従い、１月につき次に掲

げる単位数を所定単位数に加算する。 
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(イ) ＡＤＬ維持等加算（Ⅰ）  ３０単位/月 

 

(ロ) ＡＤＬ維持等加算（Ⅱ）  ６０単位/月 

 

【留意事項】 

① ＡＤＬの評価は、一定の研修を受けた者により、Ｂａｒｔｈｅｌ Ｉｎｄｅｘを用いて行うものとする。 

② 大臣基準告示第１６号の２イ（２）における厚生労働省へのＡＤＬ値の提出は、ＬＩＦＥを用いて行うこと

とする。LIFE への提出情報、提出頻度については、「科学的介護情報システム（LIFE）関連加算に関

する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照。 

サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、利用者の状

態に応じた個別機能訓練計画の作成（Plan）、当該計画に基づく個別機能訓練の実施（Do）、当該実

施内容の評価（Check）、その評価結果を踏まえた当該計画の見直し・改善（Action）の一連のサイク

ル（ＰＤＣＡサイクル）により、サービスの質の管理を行うこと。 

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力ｘの維持向上に資するた

め、適宜活用されるものである。 

③ 大臣基準告示第１６の２イ（３）及びロ（２）におけるＡＤＬ利得は、評価対象利用開始月の翌月から起

算して６月目の月に測定したＡＤＬ値から、評価対象期間開始月に測定したＡＤＬ値を控除して得た値

に、次の表の上欄の評価対象利用開始月に測定した ADL 値に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる

値を加えた値を平均して得た値とする。 

ADL 値が０以上２５以下 １ 

ADL 値が３０以上５０以下 １ 

ADL 値が５５以上７５以下 ２ 

ADL 値が８０以上１００以下 ３ 

④ ③においてＡＤＬ利得の平均を計算するに当たって対象とする者は、ＡＤＬ利得の多い順に、上位  

１００分の１０に相当する利用者（その数に１未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとす

る。）及び下位１００分の１０に相当する利用者（その数に１未満の端数が生じたときは、これを切り捨

てるものとする。）を除く利用者（以下この留意事項において「評価対象利用者」という）とする。 

⑤ 加算を取得する月の前年の同月に、基準に適合しているものとして市町村長に届け出ている場合

は、届出の日から12月後までの期間を評価対象期間とする。 

⑥ 令和６年度については、令和６年３月以前よりＡＤＬ維持等加算(Ⅱ)を算定している場合、ＡＤＬ利得

に関わらず、評価対象期間の満了日の属する月の翌月から12月に限り算定を継続することができ

① 評価対象者（当該事業所又は当該施設の利用期間（②において「評価対象利用期間」という。が六月

を超える者をいう。以下この号において同じ））の総数が１０人以上であること。 

② 評価対象者全員について、評価対象利用期間の初月（以下「評価対象利用開始月」という。）と当該

月の翌月から起算して６月目（六月目にサービスの利用がない場合については当該サービスの利用

があった最終の月）においてＡＤＬを評価し、その評価に基づく値（以下「ＡＤＬ値」という）を測定し、測

定した日が属する月ごとに厚生労働省に当該測定を提出していること。 

③ 評価対象者の評価対象利用開始月の翌月から起算して６月目の月に測定したＡＤＬ値から評価対象

利用開始月に測定したＡＤＬ値を控除して得た値を用いて一定の基準に基づき算出した値（以下「ＡＤ

Ｌ利得」という。）の平均値が１以上であること。 

① (イ)①及び②の基準に適合するものであること。 

② 評価対象者のＡＤＬ利得の平均値が３以上であること。 
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る。 

 

○ 認知症加算  ６０単位/日 

以下の要件を満たし、日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介

護を必要とする認知症の者に対して地域密着型通所介護を行った場合、1 日につき 60 単位を加算

する。ただし、共生型通所介護を算定している場合は算定できない。 

 

【留意事項】 

① 常勤換算方法による職員数の算定方法は、中重度者ケア体制加算の算定方法を参照のこと。 

② 「日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症

の者」とは、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する者を指すものとし、これらの者の割合に

ついては、前年度（３月を除く。）又は届出日の属する月の前３月の１月当たりの実績の平均につい

て、利用実人員数又は利用延人員数を用いて算定するものとし、要支援者に関しては人員数には含

めない。 

③ 利用実人員数又は利用延人員数の割合の計算方法は、中重度者ケア体制加算の計算方法を参照の

こと。 

④ 「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施について」

（平成１８年３月３１日老発第 0331010 号厚生労働省老健局長通知）及び「認知症介護実践者等養

成事業の円滑な運営について」（平成１８年３月３１日老計発第 0331007 号厚生労働省計画課長通

知）に規定する「認知症介護指導者養成研修」を指すものとする。 

⑤ 「認知症介護に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施について」及び「認

知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」に規定する「認知症介護実践リーダー研修」を指

すものとする。 

⑥ 「認知症介護に係る実践的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施について」及び「認

知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」に規定する「認知症介護実践者研修」を指すもの

とする。 

⑦ 認知症介護指導者養成研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護実践者研修の修了者は、指

定地域密着型通所介護を行う時間帯を通じて１名以上配置する必要がある。 

⑧ 「認知症ケアに関する事例の検討や技術的指導に係る会議」は、テレビ電話装置等を活用して行うこ

とができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個

人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイ

ドライン」等を遵守していること。 

イ 指定地域密着型サービス基準第２０条第１項第二号又は第三号に規定する員数に加え、看護職員

又は介護職員を常勤換算方法で２以上確保していること。 

ロ 地域密着型通所介護事業所における前年度又は算定日が属する月の前３月間の利用者の総数の

うち、日常生活に支障をきたすおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする

認知症の者の占める割合が１００分の１５以上であること。 

ハ 地域密着型通所介護を行う時間帯を通じて、専ら地域密着型通所介護の提供に当たる認知症介

護の指導に係る専門的な研修、認知症介護に係る専門的な研修、認知症介護に係る実践的な研修

等を修了した者を１名以上配置していること。 

二 当該事業所の従業者に対する認知症ケアに関する事例の検討や技術的指導に係る会議を定期的

に開催していること。 



- 46 - 

 

⑨ 認知症加算については、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する者に対して算定すること

ができる。また、中重度者ケア体制加算の算定要件も満たす場合は、認知症加算の算定とともに中重

度者ケア体制加算も算定できる。 

⑩ 認知症加算を算定している事業所にあっては、認知症の症状の進行を緩和に資するケアを計画的

に実施するプログラムを作成することとする。 

 

○ 若年性認知症利用者受入加算  ６０単位/日   介護予防通所介護相当サービス ２４０単位/月 

若年性認知症利用者に対してサービスを行った場合は，１日につき６０単位を算定する。ただし、認

知症加算を算定している場合は、算定しない。 

  <算定要件> 

 

○ 栄養アセスメント加算  ５０単位/日 

次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市町村長に届け出た地域密着型通所介護事

業所が、利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント（利用者ごとの低栄

養状態のリスク及び解決すべき課題を把握することをいう。以下この注において同じ。）を行った場

合は、栄養アセスメント加算として、１月につき５０単位を所定単位数に加算する。ただし、当該利用者

が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了し

た日の属する月は、算定しない。 

 

【留意事項】 

① 栄養アセスメント加算の算定に係る栄養アセスメントは、利用者ごとに行われるケアマネジメントの

一環として行われることに留意すること。 

② 当該事業所の職員として、又は外部（他の介護事業所（栄養アセスメント加算の対象事業所に限る。）

医療機関、介護保険施設（栄養マネジメント強化加算の算定要件として規定する員数を超えて管理栄

養士を置いているもの又は常勤の管理栄養士を１名以上配置しているものに限る。）又は公益社団法

人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステーション」）との連携に

より、管理栄養士を１名以上配置して行うものであること。 

③ 栄養アセスメントについては、３月に１回以上、イからニまでに掲げる手順により行うこと。あわせて、

利用者の体重については、１月ごとに測定すること。 

イ 利用者ごとの低栄養状態のリスクを、利用開始時に把握すること。 

ロ 管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの摂食・

嚥下機能及び食形態にも配慮しつつ、解決すべき栄養管理上の課題の把握を行うこと。 

受け入れた若年性認知症利用者（初老期における認知症によって要介護者となった者）ごとに個別

の担当者を定め，その者を中心に，利用者の特性やニーズに応じたサービスの提供を行うこと。 

⑴ 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を１名以上配置していること。 

⑵ 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者（注 18 において「管

理栄養士等」という。）が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に対してその

結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること。 

⑶ 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その

他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。 

⑷ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している地域密着型通所介護事業所であること。 
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ハ イ及びロの結果を当該利用者又はその家族に対して説明し、必要に応じて解決すべき栄養管理上

の課題に応じた栄養食事相談、情報提供等を行うこと。 

ニ 低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者については、介護支援専門員と情報共有

を行い、栄養改善加算に係る栄養改善サービスの提供を検討するように依頼すること。 

 ④ 原則として、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該

栄養改善サービスが終了した日の属する月は、栄養アセスメント加算は算定しないが、栄養アセスメ

ント加算に基づく栄養アセスメントの結果、栄養改善加算に係る栄養改善サービスの提供が必要と

判断された場合は、栄養アセスメント加算の算定月でも栄養改善加算を算定できること。 

 ⑤ 厚生労働省への情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情報、提出

頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務

処理手順及び様式例の提示について」【→３】を参照されたい。 サービスの質の向上を図るため、Ｌ

ＩＦＥへの提出情報及びフィードバッグ情報を活用し、利用者の状態に応じた栄養管理の内容の決定

（Ｐｌａｎ）当該決定に基づく支援の内容（Ｄｏ）、当該支援内容の評価（Ｃｈｅｃｋ）、その評価結果を踏ま

えた栄養管理の内容の見直し・改善（Ａｃｔｉｏｎ）の一連のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、サービス

の質の管理を行うこと。提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の

維持向上に資するため、適宜活用されるものである。 

 

○ 栄養改善加算  ２００単位/回 

以下の要件に適合し、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、栄養改善

サービスを行った場合は、３月以内の期間に限り１月に２回を限度として１回につき２００単位を算定

する。ただし、栄養改善サービスの開始から３月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態

が改善せず、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き

算定することができる。 

 

【留意事項】 

① 栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスの提供は、利用者ごとに行われるケアマネジメントの

一環として行われることに留意すること。 

② 当該事業所の職員として、又は外部（他の介護事業所、（栄養改善加算の対象事業所に限る。）医療

機関、介護保険施設（栄養マネジメント強化加算の算定要件として規定する員数を超えて管理栄養士

を置いているもの又は常勤の管理栄養士を１名以上配置しているものに限る。）又は公益社団法人日

本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステーション」）との連携により、

管理栄養士を１名以上配置して行うものであること。 

③ 栄養改善加算を算定できる利用者は、次のイからホのいずれか該当する者であって、栄養改善サー

ビスの提供が必要と認められる者とすること。 

イ BMI が 18.5 未満である者 

ロ 1～6 月間で 3％以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の実施について」（平成

⑴ 当該事業所の従業者として又は外部との連携により栄養管理士を１名以上配置していること。 

⑵ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士等が共同して利用者ごとの摂食・嚥下機能及

び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。 

⑶ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該利用者の居宅を訪問し、管理栄養士等が栄養

改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。 

⑷ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること。 

⑸ 利用定員，人員基準に適合していること。 
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18 年 6 月 9 日老発第 069001 号厚生労働省老健局長通知）に規定する基本チェックリストの

No.(11)の項目が「1」に該当する者 

ハ 血清アルブミン値が 3.5g／dl 以下である者 

二 食事摂取量が不良（75％以下）である者 

ホ その他低栄養状態にある又はそのおそれがあると認められる者 

なお、次のような問題を有する者については、上記イからホのいずれかの項目に該当するかどうか、

適宜確認されたい。 

・ 口腔及び摂食・嚥下機能の問題（基本チェックリストの口腔機能に関連する(13)、(14)、(15)の

いずれかの項目において「1」に該当する者などを含む。） 

・ 生活機能の低下の問題 

・ 褥瘡に関する問題 

・ 食欲低下の問題 

・ 閉じこもりの問題（基本チェックリストの口腔機能に関連する(16)、(17)のいずれかの項目にお

いて「1」に該当する者などを含む。） 

・ 認知症の問題（基本チェックリストの認知症に関連する(18)、(19)、(20)のいずれかの項目にお

いて「1」に該当する者などを含む。） 

・ うつの問題（基本チェックリストのうつに関連する(21)から(25)の項目において、2 項目以上「1」

に該当する者などを含む。） 

④ 栄養改善サービスの提供は、以下のイからホまで掲げる手順を経てなされる。 

イ 利用者ごとの低栄養状態のリスクを、利用開始時に把握すること。 

ロ 利用開始時に、管理栄養士が中心となって、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮し

つつ、栄養状態に関する解決すべき課題の把握（以下「栄養アセスメント」という。）を行い、管理栄

養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、栄養食事相談に関する事項

（食事に関する内容の説明等）、解決すべき栄養管理上の課題等に対し取り組むべき事項等を記載

した栄養ケア計画を作成すること。作成した栄養ケア計画については、栄養改善サービスの対象と

なる利用者又はその家族に説明し、その同意を得ること。なお、認知症対応型通所介護においては、

栄養ケア計画に相当する内容を認知症対応型通所介護計画の中に記載する場合は、その記載をも

って栄養ケア計画の作成に代えることができるものとすること。 

ハ 栄養ケア計画に基づき、管理栄養士等が利用者ごとに栄養改善サービスを提供すること。その際、

栄養ケア計画に実施上の問題点があれば直ちに当該計画を修正すること。 

ニ 栄養改善サービスの提供に当たり、居宅における食事の状況を聞き取った結果、課題がある場合

は、当該課題を解決するため、利用者又はその家族の同意を得て、当該利用者の居宅を訪問し、居

宅での食事状況・食事環境等の具体的な課題の把握や、主として食事の準備をする者に対する栄

養食事相談等の栄養改善サービスを提供すること。 

ホ 利用者の栄養状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能の状況を検討し、おおむね 3 月ごとに

体重を測定する等により栄養状態の評価を行い、その結果を当該利用者を担当する介護支援専門

員や主治の医師に対して情報提供すること。 

ヘ 指定地域密着型サービス基準第 37 条において準用する第 3 条の 18 に規定するサービス提供

の記録において利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士が利用者の栄養状態を定期的に記

録する場合は、当該記録とは別に栄養改善加算の算定のために利用者の栄養状態を定期的に記録

する必要はないものとすること。 

⑤ おおむね 3 月ごとの評価の結果、③のイからホまでのいずれかに該当する者であって、継続的に管

理栄養士等がサービス提供を行うことにより、栄養改善の効果が期待できると認められるものにつ
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いては、継続的に栄養改善サービスを提供する。 

 

○ 口腔・栄養スクリーニング加算 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定地域密着型通所介護事業所の従業者が、利用開

始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニング又は栄養状態のスクリーニン

グを行った場合に、口腔・栄養スクリーニング加算として、次に掲げる区分に応じ、１回につき次に掲

げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にお

いては、次に掲げるその他の加算は算定せず、当該利用者について、当該事業所以外で既に口腔・栄

養スクリーニング加算を算定している場合は算定しない。 

 

(イ) 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）  ２０単位/回 

  

十九の二 イ（抜粋） 次のいずれにも適合すること。 

⑴ 利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔の健康状態について確認を行い、当該利用者の

口腔の健康状態に関する情報（当該利用者の口腔の健康状態が低下しているおそれのある場合にあ

っては、その改善に必要な情報を含む。）を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供しているこ

と。 

⑵ 利用開始時及び利用中六月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状

態に関する情報（当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を含

む。）を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。 

⑶ 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

⑷ 算定日が属する月が、次に掲げる基準のいずれにも該当しないこと。 

 ① 栄養アセスメント加算を算定している間である又は当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養

改善サービスを受けている間である若しくは当該栄養改善サービスが終了した日の属する月（栄養

状態のスクリーニングを行った結果、栄養改善サービスが必要であると判断され、栄養改善サービス

が開始された日の属する月を除く。）であること。 

 ② 当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスを受けている間である又は

当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月（口腔の健康状態のスクリーニングを行った結

果、口腔機能向上サービスが必要であると判断され、口腔機能向上サービスが開始された日の属す

る月を除く。）であること。 

⑷ 他の介護サービスの事業所において、当該利用者について、口腔連携強化加算を算定していない

こと。 
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(ロ) 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）  ５単位/回 

 

【留意事項】 

① 口腔・栄養スクリーニング加算の算定に係る口腔の健康状態のスクリーニング（以下、「口腔スクリー

ニング」という。）及び栄養状態のスクリーニング（以下「栄養スクリーニング」という。）は、利用者ごと

に行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。なお、介護職員等は、利用者

全員の口腔の健康状態及び栄養状態を継続的に把握すること。 

② 口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングは、利用者に対して原則として一体的に実施すべきも

のであること。ただし、大臣基準第５１号の６ロに規定する場合にあっては、口腔スクリーニング又は栄

養スクリーニングの一方のみを行い、口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）を算定することができる。 

③ 口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングを行うに当たっては、利用者について、それぞれ次に掲

げる確認を行い、確認した情報を介護支援専門員に対し、提供すること。なお、口腔スクリーニング及

び栄養スクリーニングの実施に当たっては、別途通知（介護保険最新情報vol.1217｢リハビリテーショ

ン・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について｣）を参照されたい。 

イ 口腔スクリーニング 

ａ 硬いものを避け、柔らかいものを中心に食べる者 

ｂ 入れ歯を使っている者 

C むせやすい者 

ロ 栄養スクリーニング 

ａ ＢＭＩが 18.5 未満である者 

ｂ １～６月間で３％以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の実施について」に規定

する基本チェックリスト№11 の項目が「１」に該当する者 

C 血清アルブミン値が 3.5g/dl 以下である者 

十九の二 ロ（抜粋） 次のいずれかに適合すること。 

⑴ 次のいずれにも適合すること。 

① （十九の二）イ⑴及び⑶に掲げる基準に適合すること。 

② 算定日が属する月が、栄養アセスメント加算を算定している間である又は当該利用者が栄養改善

加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間である若しくは当該栄養改善サービスが終了し

た日の属する月（栄養状態のスクリーニングを行った結果、栄養改善サービスが必要であると判断さ

れ、栄養改善サービスが開始された日の属する月を除く。）であること。 

③ 算定日が属する月が、当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスを受け

ている間及び当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月ではないこと。 

⑵ 次のいずれにも適合すること 

① イ⑵及び⑶に掲げる基準に適合すること。 

② 算定日が属する月が、栄養アセスメント加算を算定していない、かつ、当該利用者が栄養改善加算

の算定に係る栄養改善サービスを受けている間又は当該栄養改善サービスが終了した日の属する

月ではないこと。 

③ 算定日が属する月が、当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスを受け

ている間及び当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月（口腔の健康状態のスクリーニン

グを行った結果、口腔機能向上サービスが必要であると判断され、口腔機能向上サービスが開始さ

れた日の属する月を除く。）であること。 

④ 他の介護サービスの事業所において、当該利用者について、口腔連携強化加算を算定していない

こと。 
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ｄ 食事摂取量が不良（75%以下）である者 

④ 口腔・栄養スクリーニング加算の算定を行う事業所については、サービス担当者会議で決定するこ

ととし、原則として、当該事業所が当該加算に基づく口腔スクリーニング又は栄養スクリーニングを継

続的に実施すること。 

 ⑤ 口腔・栄養スクリーニング加算に基づく口腔スクリーニング又は栄養スクリーニングの結果、栄養

改善加算の算定に係る栄養改善サービス又は口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サー

ビスの提供が必要だと判断された場合は、口腔・栄養スクリーニング加算の算定月でも栄養改善加

算又は口腔機能向上加算を算定できること。 

 

Ｑ＆Ａ（令和 3 年 2 月 26 日） 

（答） 算定できる。 

 

○ 口腔機能向上加算 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合し、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある

利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導

若しくは実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の

維持又は向上に資すると認められるもの（以下「口腔機能向上サービス」という。）を行った場合は、口

腔機能向上加算として、当該基準に掲げる区分に従い、3 月以内の期間に限り 1 月に 2 回を限度と

して 1 回につき次に掲げる単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場

合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、口腔機能向上サービスの開始から 3 月

ごとの利用者の口腔機能の評価の結果、口腔機能が向上せず、口腔機能向上サービスを引き続き行

うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。 

 

(イ) 口腔機能向上連携加算（Ⅰ）  １５０単位/回  

 

(ロ) 口腔機能向上連携加算（Ⅱ）  １６０単位/回 

（問） 令和２年１０月以降に栄養スクリーニング加算を算定した事業所において、令和３年４月に口腔・

栄養スクリーニング加算を算定できるか。 

⑴ イ⑴から⑸までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑵ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、口腔機能向上

サービスの実施に当たって、当該情報その他口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情

報を活用していること。 

⑴ 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を一名以上配置していること。 

⑵ 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活

相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成しているこ

と。 

⑶ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が口腔

機能向上サービス（指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費の注に規定する口腔機能

向上サービスを行っているとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録していること。 

⑷ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価すること。 

⑸ 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 
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【留意事項】 

① 口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスの提供には、利用者ごとに行われるケアマ

ネジメントの一環として行われることに留意すること。 

② 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を 1 名以上配置して行うものであること。 

③ 口腔機能向上加算を算定できる利用者は、次のイからハまでのいずれかに該当する者であって、口

腔機能向上サービスの提供が必要と認められる者とすること。 

イ 認定調査票における嚥下、食事摂取、口腔清潔の 3 項目のいずれかにおいて「1」以外に該当する者 

ロ 基本チェックリストの口腔機能に関連する⒀、⒁、⒂の 3 項目のうち、2 項目以上が「1」に該当す

る者 

ハ その他口腔機能の低下している者又はそのおそれがある者 

④ 利用者の口腔の状態によっては、医療における対応を要する場合も想定されることから、必要に応

じて、介護支援専門員を通して主治医又は主治の歯科医師への情報提供、受診勧奨など適正な措置

を講じることとする。なお、介護保険の口腔機能向上サービスとして「摂食・嚥下機能に関する訓練の

指導若しくは実施」を行っていない場合にあっては、加算は算定できない。 

⑤ 口腔機能向上サービスの提供は、以下のイからホまでに掲げる手順を経てなされる。 

イ 利用者ごとの口腔機能等の口腔の健康状態を、利用開始時に把握すること。 

ロ 利用開始時に、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が中心となって利用者ごとの口腔衛生、摂

食・嚥下に関する解決すべき課題の把握を行い、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生

活相談員その他の職種の者が共同して取り組むべき事項等を記載した口腔機能改善管理指導計

画を作成すること。作成した口腔機能改善管理指導計画については、口腔機能向上サービスの対

象となる利用者又はその家族に説明し、その同意を得ること。なお、認知症対応型通所介護におい

ては、口腔機能改善管理指導計画に相当する内容を認知症対応型通所介護計画の中に記載する場

合は、その記載をもって口腔機能改善管理指導計画の作成に代えることができるものとすること。 

ハ 口腔機能改善管理指導計画に基づき、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員等が利用者ごとに

口腔機能向上サービスを提供すること。その際、口腔機能改善管理指導計画に実施上の問題点が

あれば直ちに当該計画を修正すること。 

ニ 利用者の口腔機能の状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能の状況を検討し、おおむね 3 月

ごとに口腔機能の状態の評価を行い、その結果について、当該利用者を担当する介護支援専門員

や主治の医師、主治の歯科医師に対して情報提供すること。 

ホ 指定地域密着型サービス基準第 61 条において準用する第 3 条の 18 に規定するサービスの提

供の記録において利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は

看護職員が利用者の口腔機能を定期的に記録する場合は、当該記録とは別に口腔機能向上加算の

算定のために利用者の口腔機能を定期的に記録する必要はないものとすること。 

⑥ おおむね 3 月ごとの評価の結果、次のイ又はロのいずれかに該当する者であって、継続的に言語聴

覚士、歯科衛生士又は看護職員等がサービス提供を行うことにより、口腔機能の向上又は維持の効

果が期待できると認められるものについては、継続的に口腔機能向上サービスを提供する。 

イ 口腔清潔・唾液分泌・咀嚼・嚥下・食事摂取等の口腔機能の低下が認められる状態の者 

ロ 当該サービスを継続しないことにより、口腔機能が低下するおそれのある者 

⑦ 口腔機能向上サービスの提供に当たっては、別途通知（｢リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、

口腔の実施及び一体的取組について｣）を参照されたい。 

⑧ 厚生労働省への情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情報、提出

頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処

理手順及び様式例の提示について」【→３巻】を参照されたい。 



- 53 - 

 

  サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバッグ情報を活用し、利用者の状

態に応じた口腔機能改善管理計画の作成（Ｐｌａｎ）、当該計画に基づく支援の提供（Ｄｐ）、当該支援内

容の評価（Ｃｈｅｃｋ）、その評価結果を踏まえた当該計画の見直し・改善（Ａｃｔｉｏｎ）の一連のサイクル

（ＰＤＣＡサイクル）により、サービスの質の管理を行うこと。 

  提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、

適宜活用されるものである。 

 

○ 科学的介護推進体制加算  ４０単位/月 

次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市町村長に届け出た地域密着型通所介護事

業所が、利用者に対し地域密着型通所介護を行った場合は、科学的介護推進体制加算として、１月に

つき 40 単位を所定単位数に加算する。 

 

【留意事項】 

① 科学的介護推進体制加算は、原則として利用者全員を対象として、利用者ごとに要件を満たした場

合に、当該事業所の利用者全員に対して算定できるものであること。 

② 情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等について

は、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式

例の掲示について」【→３巻】を参照されたい。 

  ※令和６年４月１日からＬＩＦＥへのデータ提出頻度について、他のＬＩＦＥ関連加算と合わせ、少なくと

も「３月に１回」に見直す 

③ 事業所は、利用者に提供するサービスの質を常に向上させていくため、計画（Ｐｌａｎ）、実行（Ｄｏ）、

評価（Ｃｈｅｃｋ）、改善（Ａｃｔｉｏｎ）のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、質の高いサービスを実施する体

制を構築するとともに、その更なる向上に努めることが重要であり、具体的には、次のような一連の

取り組みが求められる。したがって、情報を厚生労働省に提出するだけでは、本加算の算定対象とは

ならない。 

イ 利用者の心身の状況等に係る基本的な情報に基づき、適切なサービスを提供するためのサービ 

ス計画を作成する（Ｐｌａｎ）。 

ロ サービスの提供に当たっては、サービス計画に基づいて、利用者の自立支援や重度化防止に資す

る介護を実施する（Ｄｏ） 

 ハ ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報も活用し、多職種が共同して、事業所の特性やサービ

ス提供の在り方について検証を行う（Ｃｈｅｃｋ）。 

 ニ 検証結果に基づき、利用者のサービス計画を適切に見直し、事業所全体として、サービスの質の更

なる向上に努める（Ａｃｔｉｏｎ）。 

 ④ 提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するた

め、適宜活用されるものである。 

 

 

 

 

（１）利用者ごとのＡＤＬ値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用者の心身の状況等に係る基本

的な情報を、厚生労働省に提出していること。 

（２）必要に応じて地域密着型通所介護計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、⑴に規定する情報

その他指定地域密着型通所介護を適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。 
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○ サービス提供体制強化加算 

所定の体制を備えてサービスを提供した場合に、次のいずれかの加算が算定できる。 

(イ) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)   ２２単位/回（地域密着型通所介護） 

事業対象者・要支援１ ８８単位/月（通所型相当サービス） 

事業対象者・要支援２ １７６単位/月（通所型相当サービス） 

 

（ロ） サービス提供体制強化加算(Ⅱ)   １８単位/回 

事業対象者・要支援１ ７２単位/月 

事業対象者・要支援２ １４４単位/月 

 

 

 

 

 

 (ハ) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)   ６単位/回 

事業対象者・要支援１ ２４単位/月 

事業対象者・要支援２ ４８単位/月 

 

（ニ）サービス提供体制強化加算（Ⅲ）イ  ４８単位/月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次のいずれにも適合すること。 

⑴ 次のいずれかに適合すること。 

① 介護職員の総数のうち，介護福祉士の占める割合が１００分の４０以上であること。 

② サービスを利用者に直接提供する職員の総数のうち勤続年数７年以上の者の占める割合が１００

分の３０以上であること。 

⑵ 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

次のいずれにも適合すること。 

⑴ 次のいずれかに適合すること。 

① 介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が１００分の７０以上であること。 

② 介護職員の総数のうち、勤続年数１０年以上の介護福祉士の占める割合１００分の２５以上である

こと。 

⑵ 定員超過利用、人員基準欠如に該当していないこと。 

次のいずれにも適合すること。 

⑴ 療養通所介護を利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数７年以上の者の占める割合

が１００分の３０以上であること。 

⑵ 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

次のいずれにも適合すること。 

⑴ 介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が１００分の５０以上であること。 

⑵ 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 
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（ホ）サービス提供体制強化加算（Ⅲ）ロ  ２４単位/月 

    

 

 

 

 

 

○ 介護職員等処遇改善加算 

介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、利用者に対し、サービスを行った場合は、

所定単位数に加算する。 

⑴ 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 所定単位に 9.2％を乗じて算定 

   留意事項①～⑧の全てを満たすこと。 

⑵ 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） 所定単位に 9.0％を乗じて算定 

   留意事項①～⑥及び⑧を満たすこと。 

⑶ 介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） 所定単位に 8.0％を乗じて算定 

   留意事項①～⑤及び⑧を満たすこと。 

⑷ 介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） 所定単位に 6.4％を乗じて算定 

   留意事項①～➃及び⑧を満たすこと。 

 

【留意事項】 

① 月額賃金改善要件Ⅰ 

新加算Ⅳ相当の加算額の２分の１以上を、月給（基本給又は決まって毎月支払われる手当）の改善

に充てる。 

② 月額賃金改善要件Ⅱ 

   旧ベースアップ等加算を算定していない事業所の場合、前年度と比較して、旧ベースアップ等加算

相当の加算額の３分の２以上の新たな基本給等の改善（月給の引上げ）を行う。令和６年５月以前に

旧３加算を算定していなかった事業所は、月額賃金改善要件Ⅱの適用を受けない。 

③ キャリアパス要件Ⅰ 

   ⑴ 介護職員の任用の際における職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要件を定めていること。 

   ⑵ ⑴に掲げる職位、職責、職務内容等に応じた賃金体系について定めていること。 

<職員の割合の算出> 

・ 職員の割合は、常勤換算方法により算出した前年度（３月を除く。）の平均を用いる。 

・ 前年度の実績が６月に満たない事業所は、届出日の属する月の前３月について、常勤換算方法によ

り算出した平均を用いる。この場合、届出を行った月以降においても、直近３月間の職員の割合につ

き、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。割合は毎月記録し，所定の割合を下回った

場合は、直ちに変更届を提出すること。（新規・再開事業所は４月目以降から届出できる。） 

・ 介護福祉士は，各月の前月末日時点で資格を取得している者とする。 

・ 勤続年数は、各月の前月末日時点における勤続年数をいう。 

・ 勤続年数の算定に当たっては、同一法人の経営する他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設

等においてサービスを利用者に直接提供する職員として勤務した勤続年数を含めることができる。 

・ サービスを利用者に直接提供する職員とは、生活相談員、看護職員、介護職員又は機能訓練指導員

として勤務を行う職員を指す。 

・ 同一の事業所で第１号通所事業を一体的に行っている場合には、本加算の計算も一体的に行う。 

次のいずれにも適合すること 

⑴ 療養通所介護を利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数３年以上の者の占める割合

が１００分の３０以上であること。 

⑵ 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 
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   ⑶ ⑴及び⑵について、就業規則等の根拠規程を書面で整備し、すべての介護職員に周知している

こと。常時雇用する者の数が１０人未満の事業所は、就業規則に代えて内規でも差し支えない。 

④ キャリアパス要件Ⅱ 

   次の⑴及び⑵を満たすこと。 

⑴ 介護職員について、資質向上の目標及び、a 又は b に掲げる事項に関する具体的な計画を策

定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。 

    a 研修機会の提供又は技術指導等（OJT 等）の実施、介護職員の能力評価 

    b 資格取得のための支援（勤務シフトの調整、休暇の付与、費用の援助等） 

   ⑵ ⑴について、全ての介護職員に周知していること。 

⑤ キャリアパス要件Ⅲ 

   次の⑴及び⑵を満たすこと。 

   ⑴ 介護職員について、以下のいずれかの仕組みを整備すること。 

    a 経験に応じて昇給する仕組み 

    b 資格等に応じて昇給する仕組み 

    c 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み 

   ⑵ ⑴の内容について、就業規則等の根拠規程を書面で整備し、全ての介護職員に周知していること。 

⑥ キャリアパス要件Ⅳ 

   経験・技能のある介護職員のうち１人以上は、賃金改善後の賃金額が年額４４０万円以上であるこ

と。ただし、小規模事業所等で加算額全体が少額である場合や職員全体の賃金水準が低い事業所な

どで直ちに一人の賃金を引き上げることが困難な場合は適用が免除される。 

⑦ キャリアパス要件Ⅴ 

   サービス提供体制強化加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲイ又はⅢロを算定していること。※Ⅲは対象外 

⑧ 職場環境等要件 

   次の表に掲げる処遇改善の取組を実施すること。その際、新加算Ⅰ又はⅡを算定する場合は、各区

分ごとにそれぞれ２つ以上（生産性向上は３つ以上（うち⑰又は⑱は必須））実施すること。新加算Ⅲ

又はⅣを算定する場合は、各区分ごとにそれぞれ１つ以上（生産性向上は２つ以上）実施すること。 
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職場環境等要件 
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運営指導等での指摘事項 

【地域密着型通所介護費】 

・ 地域密着型通所介護のサービス提供時間に利用者が出席しているサービス担当者会議又は居宅

介護支援のモニタリングが実施されサービスが中断しているが、地域密着型通所介護費の請求は

中断した請求となっていないものがある。 

 

【運動器機能向上加算】 

・ 概ね１月程度で達成できる短期目標の設定が１月目しかなく、２月目、３月目のモニタリングがど

のように行われているか確認できない。 

 

【送迎減算】 

・ 計画上往復か片道かわからない。 

・ 送迎を実施していない日において、減算を算定していないものがある。 

・ 送迎の有無について計画に位置付けられていない。 

 

【個別機能訓練加算】 

・ 個別機能訓練計画を作成するにあたって、利用者の居宅を訪問し、生活状況の確認を行っていな

い。また、個別機能訓練を実施した後３カ月に１回以上実施すべき利用者の居宅を訪問しての生

活状況の確認や、計画についての説明及び記録が実施されていない。 

・ 個別機能訓練加算Ⅰの算定要件である、常勤専従の機能訓練指導員が配置されていないが、当

該加算を算定している。 

・ 個別機能訓練加算Ⅱを算定しているが、算定要件である専従の機能訓練指導員が当該事業所の

看護職員としても従事していることから機能訓練指導員と看護職員の時間を明確に分ける必要

があるが、勤務表上分かれていないため、機能訓練指導員として専従しているかわからない。 

 

【介護職員等処遇改善加算】 

・ 職員への周知について確認ができない。職員への通知書のコピーや、回覧した記録などを保管す

ること。 
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〈 4. 介護予防通所介護相当サービス費について（総合事業）〉 

○ 介護予防通所介護費 

 要支援の区分に応じ、1月あたり以下のとおり算定する。 

 イ １週当たりの標準的な回数を定める場合（１月につき） 

事業対象者・要支援１  １，７９８単位 

事業対象者・要支援２  ３，６２１単位 

ロ １月当たりの回数を定める場合（１回につき） 

事業対象者・要支援１  ４３６単位 

事業対象者・要支援２  ４４７単位 

 

◆ 他サービス給付との関係 

  利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護若しくは介護予防特定施設入居

者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を

受けている間は、介護予防通所介護費は、算定しない。 

【予防報酬告示 注３】 

 

◆ 複数の介護予防通所介護事業所の併用不可 

 利用者が１つの指定介護予防通所介護事業所において指定介護予防通所介護を受けている間は、

それ以外の指定介護予防通所介護事業所では、介護予防通所介護費は、算定しない。 

【予防報酬告示 注４】 

 

○ 生活機能向上グループ活動加算   １００単位/月 

  基準に適合し、利用者の生活機能の向上を目的として複数利用者からなるグループに対して日常生

活支援のための活動を行った場合に、1月につき１００単位を算定。 

【予防報酬告示 ロ】 

 

 

 

 

 

 

 

 【留意事項】 

運動器機能向上加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算又は選択的サービス複数実施加算のいず

れかを算定している利用者については、算定しない 

 【予防報酬告示 ロ】 

 

◆ 目標設定・計画の作成・評価等について 

 Ⅰ 次の項目を把握・設定し、介護予防通所介護計画に記録すること。 

   (1) 要支援状態に至った理由と経緯 

(2) 要支援状態となる直前の日常生活の自立の程度と家庭内での役割 

(3) 要支援状態になり自立してできなくなったこと、支障を感じるようになったこと 

(4) 現在の居宅における家事遂行の状況と家庭内での役割の内容 

(5) 近隣との交流の状況等 

   (6) 上記(1)～(5)を把握した上で、具体的な日常生活上の課題及び到達目標（概ね3月程度達

次のいずれにも適合すること。 

⑴ 多職種共同で、利用者毎に生活機能の向上の目標を設定した介護予防通所介護計画を作成。 

⑵ 複数の生活機能向上グループ活動の項目を準備し、項目の選択にあたっては、利用者の心身の

状況に応じた生活機能向上グループ活動サービスが選択されるよう援助すること。 

⑶ 利用者に対し週に 1 回以上生活機能向上グループ活動サービス行っていること 
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成できる長期目標と段階的に目標を達成するために概ね1月程度で達成可能な短期目標） 

    (7) 到達目標を達成するための適切な活動項目 

(8) ｸﾞﾙｰﾌﾟ活動の実施時間（利用者の状態や活動の内容を踏まえた適切な時間とすること） 

(9) ｸﾞﾙｰﾌﾟ活動の実施頻度（１週につき1回以上とすること） 

(10) 当該活動の実施期間（概ね3月以内とすること） 

(12) 利用者への説明・同意の記録 

【介護予防留意事項 第2の7(1)】 

  

Ⅱ 短期目標に応じて、概ね1月ごとに、短期目標の達成度と生活機能向上グループ活動における当

該利用者の客観的な状況についてモニタリングを行い、必要に応じて計画の修正を行うこと。 

【介護予防留意事項 第2の7(1)】 

 

Ⅲ 実施期間終了後は、到達目標の達成状況及び上記の(3)から(5)までの状況等について確認する

こと。その結果、当該到達目標を達成している場合には、当該利用者に対する当該生活機能向上グ

ループ活動を終了し、当該利用者を担当する介護予防支援事業者に報告すること。また、当該到達

目標を達成していない場合には、達成できなかった理由を明らかにし、当該サービスの継続の必要

性について利用者及び介護予防支援事業者と検討すること。その上で、当該サービスを継続する場

合は、適切に実施方法及び実施内容等を見なおすこと。 

【介護予防留意事項 第2の7(1)】 

 

◆ 生活機能向上グループ活動サービスの実施について 

（活動項目の例） 

家事関連活動 

衣：洗濯機・アイロン・ミシン等の操作、衣服の手入れ（ボタンつけ等）等 

食：献立作り、買い出し、調理家電（電子レンジ、クッキングヒーター、電気ポット等）・調理器具（包丁、

キッチン鋏、皮むき器等）の操作、調理（炊飯、総菜、行事食等）、パン作り等 

住：日曜大工、掃除道具（掃除機、モップ等）の操作、ガーデニング等 

通信：記録関連活動機器操作（携帯電話操作、パソコン操作等）、記録作成（家計簿、日記、健康ノート

等） 

 

⇒ 介護職員等は、予め生活機能向上グループ活動に係る計画を作成。当該活動項目の具体的な内

容、進め方及び実施上の留意点等を明らかにしておく。 

 

⇒ 一のグループごとに、活動の実施時間を通じて一人以上の介護職員等を配置することとし、同じ

グループに属する利用者が相互に協力しながら、それぞれが有する能力を発揮できるよう適切

な支援を行うこと。 

※グループの人数は六人以下とすること 

 

 ⇒ 当該サービスを実施した日ごとに、実施時間、実施内容、参加した利用者の人数及び氏名等を記

録すること。 

  【介護予防留意事項 第2の7(1)】 

 

◆ 実施しない週が発生した場合 

 生活機能向上グループ活動を実施しない週が発生した月は、特別な場合を除いて、算定できない。 

⇒ 特別な場合とは 

① 利用者が体調不良により通所を休んだ場合又は通所はしたが生活機能向上グループ活動サ
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ービスを利用しなかった場合 

② 自然災害や感染症発生等で事業所が一時的に休業した場合であって、１月のうち３週実施し

た場合である。 

【平成24年3月16日Q&A 問125】 

 

◆ 注意事項 

介護予防通所介護計画に記載すべき事項が記載されていないまま加算の算定がされているもの、

3月ごとの長期目標の達成状況の評価があいまいなもの等が多く見受けられるので、改めて計画等

を見直し適切なサービスを提供すること。 

 

○ 一体的サービス提供加算 （旧選択的サービス複数実施加算）  ４８０単位／月 

  基準に適合し、栄養改善サービス及び口腔機能向上サービスをいずれも実施した場合に算定する。 
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Ⅲ．その他 
 

〈 1. 変更届の提出について 〉 

 

地域密着型通所介護事業者及び介護予防通所相当サービス事業者は、次の事項に変更があった場合

は、変更後１０日以内に変更届を唐津市長に提出すること。【介護保険法第７８条の５、第１１５条の５】 

 

変更届への添付資料一覧（地域密着型通所介護） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※提出は電子申請届出システムを利用ください 

 

 

 

 

 

 

項目 変更届への標準添付書類 留意事項
地域密着
型通所介
護

事業所・施設の名称及び所在地（開設の場所）
ー 【関連して変更となる可能性がある事項】

・運営規程
・事業所の平面図等

○

申請者（開設者）の名称及び主たる事務所の所在地並びに
代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

・登記事項証明書
・誓約書

代表者の姓、住所または職名の変更のみの場合は、誓約書は
不要

○

申請者（開設者）の登記事項証明書又は条例等 ・登記事項証明書又は条例等 ○
事業所の種別等 ー ー
本体施設がある場合、当該本体施設の概要並びに施設と当
該本体施設との間の移動の経路及び方法並びにその移動に
要する時間

・左記の変更内容がわかるもの
ー

併設する施設がある場合にあっては、当該併設する施設の
概要

・左記の変更内容がわかるもの
ー

事業所の平面図 ・平面図（２の標準様式３） ー
事業所の平面図及び設備の概要 ・平面図及び設備の概要（２の標準様式３、４） ○

建物の構造概要及び平面図並びに設備の概要
・建物の構造概要及び平面図並びに設備の概要（２
の標準様式３、４）

ー

事業所（施設）の管理者の氏名、生年月日及び住所

ー ・管理者が「常勤」であること
・管理者が兼務する職種がある場合は、「管理者が当該事業
所で兼務する他の職種、管理者が兼務する同一敷地内の他の
事業所又は施設の名称及び兼務する職種・勤務時間等」
を変更届出書に明記すること。
（管理者の勤務状況がわかる資料（従業者の勤務の体制及び
勤務形態一覧表等）の添付でも可とする。）

○

事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
・管理者の経歴（２の標準様式２）
・（必要に応じて）資格証の写し

ー

運営規程
【変更事項が以下の①〜③のいずれかの場合】
①従業者（職員）の職種、員数及び職務の内容
②営業日及び営業時間
③利用定員／入居定員及び居室数／入所定員

・変更後の運営規程
・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
・（必要に応じて）資格証の写し

運営規程
【変更事項が上記の①〜③以外の場合】

・変更後の運営規程

協力医療機関等の名称、診療科目名、契約の内容等 ・左記の変更内容がわかるもの ー
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院
等との連携体制及び支援の体制の概要

・左記の変更内容がわかるもの
ー

介護支援専門員の氏名及びその登録番号
・介護支援専門員一覧（標準様式７）
・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」は、介護支援専
門員の人員配置基準を確認できる情報のみの記載で可。

ー

連携する訪問看護を行う事業所の名称及び所在地 ー ー

備考  上記のほかに、唐津市暴力団排除条例に係る第１号様式（誓約書）及び第２号様式（役員名簿）も添付ください。

○
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〈 2. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出について 〉 

 

（単位数が増加する加算の届出日） 

① 届出が 15 日まで → 翌月から算定を開始 

② 届出が 16 日以降 → 翌々月から算定を開始 

※ 適正な支給限度額を管理するため、利用者や居宅介護支援事業者等への周知期間が必要。 

※提出は電子申請届出システムを利用ください 

 

（事後調査等によって、届出時点で加算の要件に合致していないことが判明した場合） 

① 指導しても改善されない場合 

→届出の受理は取消され、届出はなかったことになり、その加算全体が無効になる。 

→受領していた介護給付費は不当利得になり、返還する。 

→指定事業者は厳正な指導を受け、悪質な場合(不正・不当な届出が繰り返し行われる等)は、指定

を取り消される。 

② 改善した場合 

 →届出時点～判明時点：受領していた介護給付費は、不当利得になり、返還する。 

 →判明時点～要件合致時点：その加算は算定しない。 

 

（加算等が算定されなくなる場合） 

① 事業所の体制が加算を算定されない状況になった場合 

② 事業所の体制が加算を算定されなくなることが明らかな場合 

  →速やかにその旨を届け出ること。 

  →事実発生日から、加算を算定しない。 

※ 届出をしないで加算等を請求した場合は、不正請求になる。 

   支払われた介護給付費は不当利得になるので、返還する。 

   悪質な場合は、指定が取り消される。 

 

（利用者に対する利用者負担金の過払い分の返還） 

保険者への返還時と同時に、利用者に対して、利用者負担金の過払い金に、利用者毎の返還金計算

書を付けて返還する。 

※ 利用者等から受領書を受け取り、事業所で保存する。 
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〈 3. 業務管理体制の届出等について 〉 

 

介護サービス事業者による不正行為を未然に防止し、利用者の保護と介護事業運営の適正化を図

るため、平成２１年５月１日から介護サービス事業者には業務管理体制の整備と届出の義務が課せら

れることとなりました。 

 

１．事業者が整備する業務管理体制 

（介護保険法第１１５条の３２・介護保険法施行規則第１４０条の３９） 

業 
務 
管 
理 
体 
制 
整 
備 
の 
内 
容 

    
業務執行の状況の監査を 

定期的に実施 

  

業務が法令に適合することを
確保するための規定 

（＝以下「 法令遵守規程」）の
整備 

業務が法令に適合することを確
保するための規定 

（＝以下「 法令遵守規程」）の整
備 

法令を遵守するための体
制の確保にかかる責任者 

（＝以下「法令遵守責任
者」）の選任 

法令を遵守するための体制の
確保にかかる責任者 

（＝以下「法令遵守責任者」）の
選任 

法令を遵守するための体制の
確保にかかる責任者 

（＝以下「法令遵守責任者」）の
選任 

事業所 

等の数 
１以上２０未満 ２０以上１００未満 １００以上 

注） 事業所等の数には、介護予防及び介護予防支援事業所を含み、みなし事業所は除く。みなし事業所

とは、病院等が行う居宅サービス（居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション及び通所リ

ハビリテーション）であって、健康保険法の指定があったとき、介護保険法の指定があったものとみな

されている事業所。  

 

２．届出書に記載すべき事項 （介護保険法施行規則第１４０条の４０） 

 
 

届出事項 対象となる介護サービス事業者 

[1]事業者の 

・名称又は氏名 
・主たる事務所の所在地 
・代表者の氏名、生年月日、住所、職名 

全ての事業者 

[2]「法令遵守責任者」の氏名、生年月日 全ての事業者 

[3]「法令遵守規程」の概要 事業所等の数が２０以上の事業者 

[4]「業務執行の状況の監査」の方法の概要 事業所等の数が１００以上の事業者 
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３．業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書の届出先 

（介護保険法第１１５条の３２・介護保険法施行規則第１４０条の４０） 

 区分 届出先 

① 事業所等が３以上の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 厚生労働大臣 

② 事業所等が２以上の都道府県の区域に所在し、かつ、２以上の地

方厚生局の管轄区域に所在する事業所 

事業者の主たる事務所が所在

する都道府県知事 

③ 全ての事業所等が１の都道府県の区域に所在する  事業者 都道府県知事 

④ 全ての事業所等が１の指定都市の区域に所在する  事業者 指定都市の長 

⑤ 地域密着型サービス（予防含む）のみを行う事業者であって、事

業所等が同一市町村内に所在する事業者 
市町村長 

 

【地方厚生局管轄区域一覧】 

地 方 厚 生 局 管 轄 区 域 

北海道厚生局 北海道 

東北厚生局 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 

関東信越厚生局 
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨

県、長野県 

東北北陸厚生局 富山県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 

近畿厚生局 福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 

中国四国厚生局 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県 

九州厚生局 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 

 

４．届出の期日 

届出は体制を整備した後、速やかに行っていただく必要があります。 

 

５．業務管理体制の変更届の提出が必要となる事項 
  1 法人種別、名称 

  2 主たる事務所の所在地、電話、FAX 番号 

  3 代表者氏名、生年月日 

  4 代表者の住所、職名 

  5 事業所又は施設の名称及び所在地 

  6 法令遵守責任者の氏名及び生年月日 

  7 業務の法令に適合することを確保するための規程の概要（運営する事業所数が 20 以上の場合） 

  8 業務執行の状況の監査の方法の概要（運営する事業所数が 100 以上の場合） 

  ※ 以下の場合は変更の届出の必要ありません。 

   ・ 事業所数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合 

   ・ 法令遵守規程の字句の修正など業務管理体制に影響を及ばさない軽微な変更の場合 
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〈4. 地域密着型サービス等の住所地特例対象者へのサービス提供について〉 

  

住所地特例とは・・・ 

 

対象となる特定地域密着型サービス 

 

  

介護保険の被保険者が、他保険者の市区町村にある住所地特例対象施設に入所し、施設所在地に住民

票を移された場合であっても、前保険者の被保険者のままであるという制度（介護保険法第 13 条に

よる）です。 

地域密着型サービスにおいて住所地特例対象者が利用できるサービスは、 

①定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

②夜間対応型訪問介護 

③地域密着型通所介護 

④認知症対応型通所介護 

⑤小規模多機能型居宅介護 

⑥看護小規模多機能型居宅介護 

で、これらは特定地域密着型サービスといいます。(法８条第１４項)また、介護予防地域密着型サービ

スも同様に、 

①介護予防認知症対応型通所介護 

②介護予防小規模多機能型居宅介護 

の２つが対象となり、特定地域密着型介護予防サービスといいます。(法８条の２第１２項) 
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〈 5.宿泊サービスについて〉 

 

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 

（平成 18 年 3 月 14 日厚生労働省令第 34 号） 

 

① 届出を要する事業所 

当該指定通所介護事業所等の設備を利用して宿泊サービスを提供する事業所 

② 届出の期限 

宿泊サービスを開始する前まで 

③ 提出先 

唐津市高齢者支援課介護給付係（koureisha-shien@city.karatsu.lg.jp） 

④ 届出様式 

 唐津市ホームページからダウンロードできます。 

トップページ＞健康・福祉＞介護保険事業者＞介護保険サービス事業所の指定・更新・変更届出 

 

【留意事項】 

① 「地域共生ステーション」「宅老所」等の名称に関わらず、指定通所介護事業所等の設備を利用して

宿泊サービスを提供している場合は、届出が必要となります。 

② 食堂など一部設備を共用するが、宿泊に関しては指定通所介護事業所等以外で実施する場合は、

届出を要しないこととなります。 

③ 高齢者を入居させ、「入浴、排せつ又は食事の介護」、「食事の提供」、「選択、掃除等の家事」又は「健

康管理」の少なくとも一つのサービスを供与する場合には、宿泊サービスではなく有料老人ホームに

該当し、老人福祉法上の届出を行うことが必要となりますのでご留意ください。 

（設備及び備品等） 

第２２条 

４ 前項ただし書の場合（指定地域密着型通所介護事業者が第一項に掲げる設備を利用し、夜間及

び深夜に指定地域密着型通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。）には、当該サービス

の内容を当該サービスの提供の開始前に当該指定地域密着型通所介護事業者に係る指定を行

った市町村長に届け出るものとする。 
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【参考】指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供

する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について（一部抜粋） 

目的 
宿泊サービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針（以下「指

針」という。）は、指定通所介護事業所等において宿泊サービスを提供する場合に

おける遵守すべき事項を定めることにより、当該宿泊サービスの健全な提供を図

ることを目的とする。 

宿泊サービスの

提供 
(1) 宿泊サービス事業者は、利用者の心身の状況により、若しくは利用者の家族

の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、又は利用者の家族の身体的及び精神

的な負担の軽減を図るために、一時的に居宅において日常生活を営むのに支

障がある者を対象に、宿泊サービスを提供すること。 

(2) 宿泊サービス事業者は、(1)の趣旨に鑑み、緊急時又は短期的な利用に限っ

て、宿泊サービスを提供すること。 

なお、利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等のやむを得ない事情

により連続した利用が予定される場合においては、指定居宅介護支援事業者等

と密接に連携を図った上で、他の介護保険サービス等への変更も含め、利用者

の心身の状況や家族の事情等に応じたサービス提供を検討すること。 

宿泊サービス事

業者の責務 
(1) 宿泊サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立

場に立った宿泊サービスの提供に努めること。 

(2) 宿泊サービス事業者は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する

能力に応じ自立した日常生活を継続できるよう、排せつ、食事等の介護その他

日常生活上の世話に係るサービスの提供を行うこと。 

(3) 宿泊サービス事業者は、宿泊サービスが位置付けられた居宅サービス計画

又は介護予防サービス計画（以下「居宅サービス計画等」という。）に沿って、宿

泊サービスの提供を希望する利用者に対し、宿泊サービスの提供を行うこと。 

また、宿泊サービス事業者は、宿泊サービスの内容について、法第 46 条第 1

項に規定する指定居宅介護支援事業者又は法第 58 条第 1 項に規定する指定

介護予防支援事業者（以下「指定居宅介護支援事業者等」という。）と必要な連

携を行うこと。 

なお、居宅サービス計画等への宿泊サービスの位置づけは、指定居宅介護支

援事業者等の介護支援専門員等により、あらかじめ利用者の心身の状況、家族

の状況、他の介護保険サービスの利用状況を勘案し適切なアセスメントを経た

ものでなければならず、安易に居宅サービス計画等に位置付けるものではない

こと。 

(4) 宿泊サービス事業者は宿泊サービスの提供に当たっては、建築基準法（昭和

25 年法律第 201 号）、消防法（昭和 23 年法律第 186 号）、労働基準法（昭和

22 年法律第 49 号）その他の法令等を遵守すること。 

従業者の員数及

び資格 
宿泊サービス事業者が、宿泊サービス事業所ごとに置くべき従業者（以下「宿泊サ

ービス従業者」という。）の員数及び資格は次のとおりとすること。 

(1) 宿泊サービス従業者は、宿泊サービスの提供内容に応じ必要数を確保するこ

ととし、宿泊サービスの提供を行う時間帯（以下「提供時間帯」という。）を通じ
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て、夜勤職員として介護職員又は看護職員（看護師又は准看護師をいう。）を常

時 1 人以上確保すること。 

(2) 宿泊サービス従業者のうち介護職員については、介護福祉士の資格を有す

る者、実務者研修又は介護職員初任者研修を修了した者であることが望ましい

こと。 

なお、それ以外の介護職員にあっても、介護等に対する知識及び経験を有す

る者であること。 

(3) 食事の提供を行う場合は、食事の介助等に必要な員数を確保すること。 

(4) 緊急時に対応するための職員の配置又は他提供時間帯を通じた連絡体制の

整備を行うこと。 

責任者 
宿泊サービス事業者は、宿泊サービス従業者の中から責任者を定めること。 

利用定員 
宿泊サービス事業所の利用定員は、当該指定通所介護事業所等の運営規程に定

める利用定員の 2 分の 1 以下かつ 9 人以下とすること。ただし、宿泊室の基準を

満たす範囲とすること。 

設備及び備品等 
(1) 必要な設備及び備品等 

宿泊サービス事業所は、宿泊室及び食か設備その他の非常災害に際して必要

な設備、宿泊サービスを提供するに当たり適切な寝具等の必要な備品を備え、

当該指定通所介護事業所等の運営に支障がないように適切に管理すること。 

なお、当該指定通所介護事業所等の設備及び備品等を使用する場合は、当該

指定通所介護事業所等の利用者のサービス提供に支障がない範囲で使用する

こと。 

(2) (1)に掲げる宿泊室及び消火設備その他の非常災害に際して必要な設備の

基準は、次のとおりとする。 

①宿泊室 

ア 宿泊室の定員は、1 室あたり 1 人とすること。ただし、利用者の処遇上必

要と認められる場合は 2 人とすることができるものとすること。 

イ 宿泊室の床面積は、1 室あたり 7.43 平方メートル以上とすること。 

ウ ア及びイを満たす宿泊室（以下「個室」という。）以外の宿泊室を設ける場

合、個室以外の宿泊室の定員は、1 室あたり 4 人以下とすること。 

エ 個室以外の宿泊室の面積を合計した面積は、7.43 平方メートルに宿泊サ

ービスの利用定員から個室の定員数を減じた数を乗じて得た面積以上と

するものとし、その構造は利用者のプライバシーが確保されたものとする

こと。なお、プライバシーが確保されたものとは、例えば、パーテーションや

家具などにより利用者同士の視線の遮断が確保されるものである必要が

あるが、壁やふすまのような建具までは要するものではないこと。ただし、

カーテンはプライバシーが確保されたものとは考えにくいことから認めら

れないものである。 

また、利用者の希望等により処遇上必要と認められる場合を除き、男女

が同室で宿泊することがないように配慮すること。 

② 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備 
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消防法その他の法令等に規定された設備を確実に設置しなければならない

こと。 

内容及び手続の

説明及び同意 
宿泊サービス事業者は、宿泊サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込

者又はその家族に対し、運営規程の概要、責任者の氏名、宿泊サービス従業者の

勤務体制その他の利用申込者の宿泊サービスの選択に資すると認められる重要

事項を記した文書を交付して説明を行い、宿泊サービスの内容及び利用期間等に

ついて利用申込者の同意を得ること。 

宿泊サービス提

供の記録 
宿泊サービス事業者は、宿泊サービスを提供した際には、提供日、提供した具体的

な宿泊サービスの内容及び利用者の心身の状況その他必要な事項を記録すると

ともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法によ

り、その情報を利用者に対して提供すること。 

宿泊サービスの

取扱方針 
(1) 宿泊サービス事業者は、利用者が法第 41 条第 1 項に規定する居宅介護被

保険者の場合においては、要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、認

知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、日常生活に必要な援助を妥当

かつ適切に行うこと。 

また、利用者が法第 53 条第 1 項に規定する居宅要支援被保険者の場合にお

いては、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営む

ことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサ

ービスの提供に当たること。 

(2) 宿泊サービス事業者は、宿泊サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨と

し、利用者又はその家族に対し、宿泊サービスの提供方法等に、理解しやすいよ

うに説明を行うこと。 

(3) 宿泊サービス事業者は、宿泊サービスの提供に当たっては、当該利用者又は

他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急かつやむを得ない場合を除

き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」とい

う。）を行ってはならないこと。 

(4) 宿泊サービス事業者は、(3)の身体的拘束等を行う場合には、その様態及び

時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急かつやむを得ない理由を記録

すること。 

(5) 宿泊サービス事業者は、自らその提供する宿泊サービスの質の評価を行い、

常にその改善を図ること。 

宿泊サービスの

計画 
(1) 宿泊サービス事業者は、宿泊サービスを概ね 4 日以上連続して利用すること

が予定されている利用者については、利用者の心身の状況、希望及びその置か

れている環境等を踏まえて、利用者が利用する指定通所介護事業所等における

サービスとの継続性に配慮して、当該利用者の指定居宅介護支援事業者等と連

携を図った上、具体的なサービスの内容等を記載した宿泊サービス計画を作成

すること。 

なお、4 日未満の利用であっても反復的、継続的に利用する利用者について

は、宿泊サービス計画を作成し宿泊サービスを提供すること。 
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(2) 宿泊サービス事業者は、計画の作成に当たっては、居宅サービス計画等に沿

って作成し、宿泊サービスの利用が長期間とならないよう、居宅介護支援事業

者等と密接に連携を図ること。 

(3) 宿泊サービス事業者は、計画の作成に当たっては、その内容について、利用

者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得るとともに、作成した計画

を利用者に交付すること。 

介護 
(1) 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充

実に資するよう、適切な技術をもって行うこと。 

(2) 宿泊サービス事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排

せつの自立について必要な援助を行うこと。 

(3) 宿泊サービス事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適

切に取り替えること。 

(4) 宿泊サービス事業者は、(1)から(3)までに定めるほか、利用者に対し、離

床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行うこと。 

食事の提供 
(1) 宿泊サービス事業者は、栄養並びに利用者の心身の状況及び嗜好を考慮し

た食事を、適切な時間に提供すること。 

(2) 宿泊サービス事業者は、利用者が可能な限り離床して、食堂で食事を摂るこ

とを支援すること。 

健康への配慮 
宿泊サービス事業者は、当該指定通所介護事業所等において把握している利用者

の健康に関する情報に基づき、必要に応じて主治の医師や指定居宅介護支援事

業者等と連携し、常に利用者の健康の状況に配慮して適切な宿泊サービスを提供

すること。 

相談及び援助 
宿泊サービス事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的

確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、

必要な助言その他の援助を行うこと。 

緊急時等の対応 
宿泊サービス事業者は、現に宿泊サービスの提供を行っているときに利用者に病

状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ

協力医療機関を定めている場合は、協力医療機関への連絡を行う等の必要な措

置を講じること。 

運営規程 
宿泊サービス事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程

（以下「運営規程」という。）を定めておくこと。 

① 事業の目的及び運営の方針 

② 従業者の職種、員数及び職務の内容 

③ サービス提供日及びサービス提供時間 

④ 利用定員 

⑤ 宿泊サービスの内容及び利用料その他の費用の額 

⑥ 宿泊サービス利用に当たっての留意事項 
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⑦ 緊急時等における対応方法 

⑧ 非常災害対策 

⑨ その他運営に関する重要事項 

勤務体制の確保

等 
(1) 宿泊サービス事業者は、利用者に対し適切な宿泊サービスを提供できるよ

う、宿泊サービス事業者の勤務の体制を定めておくこと。 

(2) 宿泊サービス事業者は、当該宿泊サービス従業者によって宿泊サービスを

提供すること。ただし、利用者の処遇に直影響を及ぼさない業務については、こ

の限りではない。 

(3) 宿泊サービス事業者は、宿泊サービス従業者の資質の向上のために、その研

修の機会を確保すること。 

定員の遵守 
宿泊サービス事業者は、運営規程に定める利用定員を超えて宿泊サービスの提供

は行ってはならない。 

非常災害対策 
宿泊サービス事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係

機関への通報及び地域住民等との連絡体制を整備し、それらを定期的に宿泊サー

ビス従業者に周知するとともに、定期的に夜間を想定した避難、救出その他必要

な訓練を行うこと。 

衛生管理等 
(1) 宿泊サービス事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用

に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じるこ

と。 

(2) 宿泊サービス事業者は、当該宿泊サービス事業所において感染症が発生し、

又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めること。 

掲示 
宿泊サービス事業者は、当該宿泊サービス事業所の見やすい場所に、運営規程の

概要、責任者の氏名、宿泊サービス従業者等の勤務の体制、苦情処理の概要、緊急

時の避難経路その他利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事

項を掲示すること。 

秘密保持等 
(1) 宿泊サービス事業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はそ

の家族の秘密を漏らさないこと。 

(2) 宿泊サービス事業者は、宿泊サービス事業者であった者が、正当な理由がな

く、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、

必要な措置を講じること。 

(3) 宿泊サービス事業者は、指定居宅介護支援事業者等との連携において、宿

泊サービス事業所における利用者の個人の情報を用いる場合は利用者の同意

を、利用者家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ文書

により得ておくこと。 

広告 
宿泊サービス事業者は、宿泊サービス事業所について広告する場合においては、

その内容が虚偽又は誇大なものとしないこと。 
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また、介護保険サービスとは別のサービスであることを明記すること。 

苦情処理 
(1) 宿泊サービス事業者は、提供した宿泊サービスに係る利用者及びその家族か

らの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設

置する等の必要な措置を講じること。 

(2) 宿泊サービス事業者は、(1)の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容

等を記録すること。 

事故発生時の対

応 
(1) 宿泊サービス事業者は、利用者に対する宿泊サービスの提供により事故が発

生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事

業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じること。 

(2) 宿泊サービス事業者は、(1)の事故の状況及び事故に際して採った処置につ

いて記録すること。 

(3) 宿泊サービス事業者は、利用者に対する宿泊サービスの提供により賠償す

べき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うこと。 

宿泊サービスを

提供する場合の

届出 

(1) 指定通所介護事業所等が指定通所介護等の提供以外の目的で、指定通所介

護事業所等の設備を利用し、宿泊サービスを提供する場合には、宿泊サービス

の内容を宿泊サービスの提供前に当該指定通所介護事業者等に係る指定を行

った都道府県等（以下「指定権者」という。）に届け出ること。 

なお、当該届出については別紙様式に基づいて行うこととし、当該届出内容

は法第 115 条の 35 の介護サービス情報の基本情報に追加していることから、

当該介護サービスを提供する事業所を管轄する都道府県知事等に報告するこ

と。 

(2) 指定通所介護事業者等は(1)で届け出た内容に変更があった場合は、別紙

様式に基づき、変更の事由が生じてから 10 日以内に指定権者に届け出るこ

と。 

(3) 指定通所介護事業者等は、当該宿泊サービスを休止又は廃止の日の 1 月前

までに指定権者に届け出ること。 

調査への協力等 
宿泊サービス事業者は、提供した宿泊サービスに関し、利用者の心身の状況を踏

まえ、妥当かつ適切な宿泊サービスが行われているかどうかを確認するために都

道府県及び市区町村が行う調査に協力するとともに、指導又は助言を受けた場合

には必要な改善を行うこと。 

記録の整備 
(1) 宿泊サービス事業者は、従業者、設備、備品に関する諸記録を整備しておく

こと。 

(2) 宿泊サービス事業者は、利用者に対する宿泊サービスの提供に関する次に

掲げる記録を整備し、その完結の日から 2 年間保存すること。 

① 具体的な宿泊サービス提供の内容等の記録 

② 身体的拘束等の様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急や

むを得ない理由の記録 

③ 宿泊サービス計画 
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④ 苦情の内容等の記録 

⑤ 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

 


